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第１章 計画の概要 
 

１  計画策定の背景と目的 

 

わが国の高齢化は加速しており、国立社会保障・人口問題研究所の推計では、団塊の世代が後

期高齢者になる令和７年（2025年）以降に現役世代の急減が予想されており、高齢者を支える

現役世代への負担増加が懸念されています。さらに令和 22年（2040年）頃には高齢者人口が

ピークとなり、以降減少に転じることが推計されています。国は、こうした人口動向を見据えて

高齢者福祉や介護保険制度を検討しています。 

しかしながら、本町の人口動向は国と異なり、高齢者人口はすでにピークを過ぎて減少傾向に

入っています。さらに、後期高齢者人口も減少段階に入っており、国の高齢化を 30年以上先行

している状況にあります。高齢者が減少しているため、社会的支援が必要な方が減少しているこ

とにはなるものの、本町の総人口も減少傾向にあることから支援をする担い手が絶対的に不足し

ており、介護保険運営は困難な状況が続きます。 

また、健康寿命の延伸が課題であるにもかかわらず、全国的に後期高齢者へのフレイル※１予防

や重症化予防が十分でないことを踏まえ、国は平成 30年（2018年）に有識者会議を立ちあ

げ、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施についての協議を進めています。本町において

は、今後さらに効果的な取り組みにしていくため、保健事業と介護予防事業の一体的な推進のあ

り方を検討する必要があります。 

 

このような状況の中、令和 2年度（2020年度）に「久万高原町高齢者保健福祉計画・第７期

介護保険事業計画」が終了し、新たな計画を策定することになりました。本町に求められること

は、国の制度設計を活用しながら、地域の特性（人口動向、地域資源など）にあった高齢者の保

健・福祉を実現することです。そのため、これまで構築してきた地域包括ケアシステムをさらに

深化・推進し、地域の多様な課題を社会的包摂※２により解決できる社会（地域共生社会）にして

いくことが求められています。 

 

これらのことを踏まえ、本町の施策・事業を位置付けた「久万高原町高齢者保健福祉計画・第８

期介護保険事業計画」（以下、「本計画」）を策定します。 

 

 

※１ フレイル 

    歳をとって心身の活力（筋力、認知機能、社会のつながりなど）が低下した状態を「フレイ

ル」と言います。多くの人が健康な状態からこのフレイルの段階を経て、要介護状態に陥ると

考えられています。 

※２ 社会的包摂（しゃかいてきほうせつ） 

    社会的に弱い立場にある人々をも含めて、住民一人ひとり、排除や摩擦、孤独や孤立から援

護し、社会（地域社会）の一員として取り込み、支え合う考え方のことです。   
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２  計画の位置付け 

 

本計画は、本町の高齢者保健福祉事業と介護保険事業を含めた、高齢者に対する保健福祉事業

全般を総合的に推進するため、老人福祉法に基づく市町村老人福祉計画（高齢者保健福祉計画）

と介護保険法に基づく市町村介護保険事業計画（介護保険事業計画）を一体のものとして策定し

ます。 

高齢者保健福祉計画は、本町における地域包括ケアシステム構築、また、そこからの地域共生

社会の実現に向け、高齢者の保健福祉事業を総合的に体系付けるものです。介護保険事業計画

は、持続可能な介護保険運営のために、認定者数や介護保険サービスの給付費等を見込み、計画

期間内の介護保険料を定めるものです。 

また、策定にあたっては、第２次久万高原町総合計画（平成 28年度～令和７年度）を最上位

計画とし、久万高原町地域福祉計画と理念を共有しながら、本町の福祉関連計画をはじめとする

他の計画や国、県の政策動向とも整合性を図りながら策定します。 

本計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

老人福祉法（第２０条の８） 

整合 整合 

 

【国】第８期基本指針 介護保険法改正 

   認知症施策推進大綱  など 

【県】高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画 

   医療計画 地域医療構想    など 

国・県の政策動向 

第２期久万高原町健康づくり・ 

食育推進計画 

 

新病院建設基本計画 

第２次久万高原町総合計画 

久万高原町高齢者保健福祉計画・ 

第８期介護保険事業計画 

介護保険法（第１１７条） 

根拠法 

最上位計画 
理念を共有 

理
念
を
共
有 

久万高原町地域福祉計画 

久万高原町自殺対策総合計画 

など 
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３  計画の期間 

 

本計画は、令和３年度（2021年度）から令和 5年度（2023年度）までの３ヶ年計画として、

関連する福祉計画と連携して施策を推進することで包括的な支援体制の構築を図ります。 

 

計画の期間 

 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
10年度 

        

        

  

 

 

 

４  計画の策定 

 

（１）介護保険事業計画等策定検討委員会での審議・検討 

計画の策定にあたって、町内の保健・医療・介護・福祉関係者の代表者や、公益代表者、介護

保険の被保険者の代表者、費用負担者の家族代表者、行政関係者等の 12名で構成された「第 8

期介護保険事業計画等策定検討委員会」にて審議・検討を行いました。 

 

（２）アンケート調査の実施 

高齢者に対する保健福祉施策や介護サービスのあり方を検討する基礎資料として、町内在住の

高齢者とその介護者を対象に、日頃の生活や健康・介護に関する実態等を調査する「介護予防・

日常生活圏域ニーズ調査」および「在宅介護実態調査」を実施しました。 

 

（３）パブリックコメントの実施 

計画案については、令和 3年（2021年）２月 15日から３月１日までの間、本町ホームペー

ジ上におきまして、パブリックコメント（意見聴取）を行いました。 

 

  

令和 22 年度の高齢者像をみすえた方向を示す 
高齢者保健福祉計画・ 
第８期介護保険事業計画 

第９期 

第 10 期 
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５  介護保険法等の改正の概要 

 

令和 2 年度（2020 年度）に、地域共生社会の実現のための社会福祉法の一部改正が行われま

した。すべての人々が地域において生きがいを持って暮らしていくために、必要な支援を包括的に

確保するという理念のもと、次の改正が行われます。 

１ 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の
支援 【社会福祉法、介護保険法】 

市町村において、既存の相談支援等の取り組みを生かしつつ、地域住民の抱える課題の解決の

ための包括的な支援体制の整備を行う新たな事業及びその財政支援等の規定を創設するととも

に、関係法律の規定の整備を行う。 

２ 地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 

【介護保険法、老人福祉法】 

① 認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国及び地方公共団体の努力義務を規定

する。 

② 市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務を規定する。 

③ 介護保険事業（支援）計画の作成にあたり、当該市町村の人口構造の変化の見通しの勘案、高

齢者向け住まい（有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅）の設置状況の記載事項への

追加、有料老人ホームの設置状況に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化を行う。 

３ 医療・介護のデータ基盤の整備の推進 

【介護保険法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】 

① 介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え、厚生労働大臣は、高齢者の状態や提供され

る介護サービスの内容の情報、地域支援事業の情報の提供を求めることができると規定する。 

② 医療保険レセプト情報等のデータベース（NDB）や介護保険レセプト情報等のデータベース

（介護 DB）等の医療・介護情報の連結精度向上のため、社会保険診療報酬支払基金等が被保

険者番号の履歴を活用し、正確な連結に必要な情報を、安全性を担保しつつ提供することがで

きることとする。 

③ 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に、当分の間、医療機関等が行うオ

ンライン資格確認の実施に必要な物品の調達・提供の業務を追加する。 

４ 介護人材確保及び業務効率化の取り組みの強化 
【介護保険法、老人福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律】 

① 介護保険事業（支援）計画の記載事項として、介護人材確保及び業務効率化の取り組みを追加

する。 

② 有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直しを行う。 

③ 介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る現行５年間の経過措置を、さらに５

年間延長する。 

５ 社会福祉連携推進法人制度の創設 【社会福祉法】 

社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO 法人等を社員として、相互の業務連携を推進す

る社会福祉連携推進法人制度を創設する。  
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（歳） 男性 令和２年 人口ピラミッド 女性

（人） （人）

4,823 4,607 4,432 4,318 4169

1,325 1,327 1,326 1,334 1354

2,796 2,719 2,668 2,577 2511

8,944 8,653 8,426 8,229 8,034 

46.1% 46.8% 47.4% 47.5% 48.1%
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20.0%

40.0%

60.0%

0

5,000

10,000

15,000

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

65歳未満 65～74歳 75歳以上 高齢化率

第２章 高齢者を取り巻く現状と課題 
 

１  高齢者人口等の状況と推移 

（１） 高齢者人口の状況 

本町は愛媛県で最も高齢化が進行している一方で、高齢者人口は減少局面に入っています。特

に後期高齢者が減少傾向にあり、平成 28年（2016年）から令和 2年（2020年）で約 10%

減少しています。また、令和２年（2020年）時点で高齢化率（総人口に占める 65歳人口の割

合）は 48.1％となっており、人口のおよそ半分が高齢者という状況になっています。 

高齢者人口の推移 

  

 

 

 

 

 

 

           

 

                                     

                        

 

令和２年（2020年）の人口構成は、男性は 65～69歳、女性は 80～84歳が最も多くなっ

ています。全体として女性の人口が多く、高齢化率も女性が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出典）住民基本台帳（各年４月１日） 

 

（人） 

令和２年 人口ピラミッド 

（出典）住民基本台帳（４月１日現在） 
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（２） 総人口・高齢者人口の推計 

本町の総人口は本計画終了年度の令和 5 年（2023 年）に 7,477 人、高齢化率は 48.6%に

なると推計しています。その後も総人口は減少し、高齢化率は上昇していくものと考えられます。 

高齢化率は上昇するものの、高齢者人口は減少傾向にあり、令和 22年（2040 年）には 2,376

人まで減少するものとみられます。しかし後期高齢者の人口に対する比重は上昇し、令和 22年

（2040年）には総人口の 33.2%が後期高齢者になるとみられます。 

 

実績人口と推計人口 

区分 

実 績 推 計 

令和２年 

（2020 年） 

令和３年 

（2021 年） 

令和４年 

（2022 年） 

令和５年 

（2023 年） 

令和７年 

（2025 年） 

令和 22 年 

（2040 年） 

総人口（Ａ） 8,034 7,846 7,648 7,477 7,105 4,711 

  

40 歳未満 1,849 1,804 1,768 1,726 1,662 1,001 

  

40-64 歳 2,320 2,256 2,173 2,114 1,981 1,334 

65-69 歳 705 673 655 654 612 439 

70-74 歳 649 705 718 696 649 374 

75-79 歳 586 525 513 526 602 448 

80-84 歳 791 733 660 595 495 443 

85-89 歳 637 614 616 589 542 350 

90 歳以上 497 536 545 577 562 322 

40 歳以上 6,185 6,042 5,880 5,751 5,443 3,710 

高齢者人口（Ｂ） 3,865 3,786 3,707 3,637 3,462 2,376 

  

前期高齢者（Ｃ） 1,354 1,378 1,373 1,350 1,261 813 

前期高齢化率（Ｃ）／（Ａ） 16.9% 17.6% 18.0% 18.1% 17.7% 17.3% 

後期高齢者（Ｄ） 2,511 2,408 2,334 2,287 2,201 1,563 

後期高齢化率（Ｄ）／（Ａ） 31.3% 30.7% 30.5% 30.6% 31.0% 33.2% 

高齢化率（Ｂ）／（Ａ） 48.1% 48.3% 48.5% 48.6% 48.7% 50.4% 

各年４月１日の実績，推計。推計はコーホート変化率法※による。 

 

 

※コーホート変化率法 

各コーホート（同年又は同期間）の過去における実績人口の動態から「変化率」を求め、

それに基づき将来人口を推計する方法。 

 

  

（単位：人） 
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要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５ 認定率

２  要支援・要介護認定者の状況と推移 

（１） 要支援・要介護認定者数の状況 

本町の要支援・要介護認定者数はおおむね 1,000人ほどで増加することなく推移しています。

しかし、高齢者が減少局面に入っていることもあり、認定率は増加傾向にあります。 

認定者数と認定率の推移（各年３月末日） 

単位：％ 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 

認定者数 1,017 1,003 1,046 1,051 1,026 1,017 1,021 1,041 

 要支援１ 150 153 163 142 134 89 100 87 

要支援２ 100 103 108 132 124 115 133 139 

要介護１ 175 152 164 167 161 166 160 154 

要介護２ 153 186 193 197 208 239 217 224 

要介護３ 155 145 142 144 148 157 158 150 

要介護４ 144 128 124 118 108 114 129 146 

要介護５ 140 136 152 151 143 137 124 141 

認定率（％） 23.8% 23.7% 24.9% 25.4% 25.2% 25.3% 25.9% 26.7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（人） 

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」 
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新規に要介護認定を受けた人（平成 27年度～令和元年度）について、要介護状態になった原

因疾患をみると、多いのは骨関節疾患、認知症となっています。 

要介護度別にみると、より重い要介護４・５では脳卒中が最も多く約３割を占め、要介護 1・

2・3では認知症や骨関節疾患、最も軽い要支援１・２では約半数が骨関節疾患でした。 

 

 

 

  

資料：要介護状態になる原因調査（保健センター調） 

401

114

134

71

45

18

16

3

105

10

9

22

20

10

18

16

254

31

16

111

56

24

10

6

76

11

12

12

16

9

7

9

44

7

11

15

7

4

33

10

7

8

3

1

2

2

208

43

42

34

42

20

16

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

骨関節 脳卒中 認知症 がん 精神疾患 廃用症候群 その他

n＝1,121 

(件) 
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23.8% 23.7%

24.9%
25.4% 25.2% 25.3%

25.9%

26.7%

20.6% 20.7% 20.8% 20.8% 20.7% 20.5% 20.7% 20.9%

17.6% 17.8% 17.9% 17.9% 18.0% 18.0%
18.3% 18.5%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

26.0%

28.0%

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

久万高原町 愛媛県 全国

18.4% 18.4%

17.8%

18.1% 18.0%

17.8%
18.2%

18.6%

19.6% 19.6%

19.0% 19.0% 19.1% 18.9%
19.2% 19.4%

17.8% 17.8%

17.9%

17.9% 18.0%

18.0%
18.3%

18.5%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

26.0%

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

久万高原町 愛媛県 全国

本町の認定率（第 1号被保険者に対する比率）の水準は、県、全国と比較して高い水準で推移

しています。 

認定率の推移（各年３月末日） 

単位：％ 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 

久万高原町 23.8  23.7  24.9  25.4  25.2  25.3  25.9  26.7  

愛媛県 20.6  20.7  20.8  20.8  20.7  20.5  20.7  20.9  

全国 17.6  17.8  17.9  17.9  18.0  18.0  18.3  18.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、調整済み認定率（人口条件を全国にあわせた認定率）の水準は、一貫して県よりも低く、

近年、全国水準を下回る年もあります。 

認定率の推移（各年３月末日） 

単位：％ 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 

久万高原町 18.5  18.4  17.8  18.1  18.0  17.8  18.2  18.6  

愛媛県 19.4  19.6  19.0  19.0  19.1  18.9  19.2  19.4  

全国 17.6  17.8  17.9  17.9  18.0  18.0  18.3  18.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」 

（出典）地域包括ケア「見える化」システム 
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0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

久万高原町 愛媛県 全国

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

久万高原町 愛媛県 全国

要支援・要介護認定区分ごとの認定率は、県、全国と比較すると、要介護２～5の中・重度の

割合が高くなっています。 

要支援・要介護認定区分ごとの認定率（令和２年８月） 

単位：％ 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

久万高原町 2.3 3.3 4.0 5.6 4.0 3.9 3.4 

愛媛県 3.6 2.8 4.5 3.1 2.4 2.5 2.0 

全国 2.6 2.6 3.8 3.2 2.5 2.3 1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整済み認定率でみると、県、全国と比較して要介護２～５の割合は高くなっていますが、調

整前ほどの差はありません。 

要支援・要介護認定区分ごとの調整済み認定率（令和２年８月） 

単位：％ 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

久万高原町 1.6 2.6 2.8 4.0 2.7 2.5 2.4 

愛媛県 3.4 2.7 4.2 2.9 2.2 2.2 1.8 

全国 2.6 2.6 3.8 3.2 2.5 2.3 1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」 

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」 
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26.1%
26.8% 26.9% 27.1% 27.5%

26.9% 27.1%

25.5%

10.0%

14.0%

18.0%

22.0%

26.0%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和７年 令和22年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５ 認定率

（２） 要支援・要介護認定者数の推計 

地域包括ケア「見える化」システム※１における要支援・要介護認定者数の推計は、平成 30年度

（2018 年度）から令和 2 年度（2020 年度）までの第 1 号被保険者※２数及び第２号被保険者※

３数の実績及び将来推計人口の推移を勘案し、算出します。高齢者人口の減少に伴い認定者数は減

少し、介護予防の効果等により、長期的には認定率の減少を見込みます。 

 ※１ 地域包括ケア「見える化」システム･･･地方自治体の介護保険事業（支援）計画等の策定・実行を

支援するために、厚生労働省が構築したシステム。一部の機能を除き、どなたでも閲覧が可能です。 

 ※２ 第１号被保険者…65 歳以上の方 

※３ 第２号被保険者…40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者 

認定者数（第１号・第２号被保険者計）の実績と推計 

 実 績 推 計 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和２年度 

（2020 年度） 

令和３年度 

（2021 年度） 

令和４年度 

（2022 年度） 

令和５年度 

（2023 年度） 

令和７年度 

（2025 年度） 

令和 22 年度 

（2040 年度） 

認定者数 1,043  1,048  1,041  1,026  1,019  980  939 607 

 要支援１ 91  96  88  86  84  80  73  50  

要支援２ 130  131  133  128  126  120  113  77  

要介護１ 183  153  155  153  150  145  137  88  

要介護２ 226  232  218  215  214  205  199  128  

要介護３ 156  156  156  154  154  149  146  93  

要介護４ 119  143  154  154  155  149  145  91  

要介護５ 138  137  137  136  136  132  126  80  

高齢者人口 3,994 3,911 3,865 3,786 3,707 3,637 3,462 2,376 

認定率（％） 26.1% 26.8% 26.9% 27.1% 27.5% 26.9% 27.1% 25.5% 

 

 

 

  

（単位：人） 

（人） 
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16,000

20,000

24,000

28,000

32,000

36,000

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

2,000,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

費用額（在宅サービス） 費用額（居住系サービス）

費用額（施設サービス） 第1号被保険者1人1月あたり費用額

（３） 介護保険費用の推移 

本町の介護保険費用総額は極端に増加することもなく推移していますが、第 1 号被保険者 1

人あたりの費用額は、高齢者の減少に伴い増加傾向にあります。第 1 号被保険者 1 人あたりの

費用額を、県、全国と比較しても、高水準にあります。 

費用総額と第１号被保険者 1人あたり費用額の推移 

単位：千円 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

費用額 1,568,879 1,607,262 1,588,035 1,578,652 1,585,388 1,593,387 1,651,577 

 在宅サービス 634,407 665,289 661,168 664,309 681,966 693,043 700,342 

居住系サービス 172,013 173,628 171,907 175,422 180,863 183,499 192,043 

施設サービス 762,459 768,345 754,961 738,921 722,558 716,844 759,192 

第１号被保険者 1人

あたり費用額（円） 
29,960.5  30,998.2  30,919.6  31,348.8  32,137.0  32,764.0  34,657.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号被保険者 1人あたり費用額の推移；県、全国との比較 

単位：円 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

久万高原町 29,960.5  30,998.2  30,919.6  31,348.8  32,137.0  32,764.0  34,657.7  

愛媛県 26,096.4  26,341.2  26,640.7  26,522.1  26,420.5  26,357.0  26,623.5  

全国 22,224.7  22,531.8  22,878.0  22,926.6  22,966.8  23,238.3  23,498.7  

 

  

（円） 

（出典）同上 

（千円） 

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」 
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３  アンケート調査結果からみる高齢者の状況 

 

本計画の策定にあたり、高齢者や介護をしている家族に対しアンケート調査を行い、町内の現状

や課題の把握を行いました。アンケート調査は、次の通り実施しました。 

 

●介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

調査時期 令和２年３月～令和２年５月 

対 象 者 要介護１～５の認定を受けていない 65歳以上の高齢者 

発 送 数 3,113票 

回 収 数 2,048票 

回収率 65.8％ 

 

●在宅介護実態調査 

調査時期 平成 31年３月～令和２年５月 

対 象 者 
在宅で生活している要支援・要介護認定を受けている住民のうち、更新申請・

区分変更申請に伴う認定調査を受ける方 

調査方法 認定調査員による聞き取り 

有効回答票 302名 

 

これらのアンケート調査からみられた本町の課題を、次のページより抜粋して掲載します。 
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（１） 移動手段（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

日常的な移動手段は、「自動車（自分で運転）」については約６割おられます。 

地区別にみると、「徒歩」と回答された方の割合は久万地区が最も多く、徒歩圏内の生活利便が

最も高いためと考えられます。その一方で、「自動車（自分で運転）」と回答された方の割合が最

も高いのも久万地区となっています。 

 

地 区 
人数

（人） 

割合（％） 

徒
歩 

自
転
車 

バ
イ
ク 

自
動
車 

（
自
分
で
運
転
） 

自
動
車
（
人
に
乗

せ
て
も
ら
う
） 

電
車 

路
線
バ
ス 

病
院
や
施
設
の 

バ
ス 

車
い
す 

電
動
車
い
す 

（
カ
ー
ト
） 

歩
行
器
・ 

シ
ル
バ
ー
カ
ー 

タ
ク
シ
ー 

全体 2,048  33.3 5.3 2.7 55.9 29.9 0.6 9.9 8.8 0.5 2.1 2.4 7.4 

久万地区 1,160  37.2 8.0 2.9 58.3 27.9 0.4 9.8 6.3 0.7 2.0 2.5 7.0 

面河地区 447  27.3 2.2 2.9 53.5 30.6 0.7 10.5 15.2 0.2 2.9 2.5 8.5 

美川地区 159  25.8 2.5 0.6 50.9 39.6 0.6 8.8 13.8 0.6 1.9 4.4 3.8 

柳谷地区 248  30.2 0.8 2.8 56.0 30.6 0.4 9.7 5.2 0.0 1.6 0.8 7.7 

 

（２） ＢＭＩ（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

ＢＭＩは、普通体重の方が全体の約６割、低体重の方が約 1 割、肥満 1 度以上の方が約 2 割

となっています。 

年齢別にみると、低体重の割合は 85歳以上に多くみられ、低栄養リスクが高いことがわかり

ます。また、肥満 1度以上の方の割合は、高齢になるにつれ低くなっています。 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が年々増加しており、毎日食事を作ることを負担に感

じることや、口腔機能の低下などにより、十分な栄養の食事をとらなくなることが背景にあると

考えられます。生活支援や通所介護サービス、管理栄養士による訪問型の個別栄養相談を活用す

ることで、低栄養のケア・予防を推進する必要があります。 

※ＢＭＩとは、体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）の指数 

年 齢 人数（人） 

割合（％） 

18.5 未満

（低体重） 

18.5～25

未満 

（普通体重） 

25～30

未満 

（肥満１度） 

30 以上 

（肥満２度

以上） 

無回答 

全体 2,048  5.6 61.6 19.6 2.5 10.6 

65 歳～69 歳 380  4.7 65.5 23.2 3.2 3.4 

70 歳～74 歳 390  3.6 66.7 22.6 2.8 4.4 

75 歳～79 歳 393  5.3 62.6 19.6 3.6 8.9 

80 歳～84 歳 470  5.7 57.0 18.9 2.6 15.7 

85 歳以上 407  8.4 57.2 14.5 0.7 19.2 
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体

久万地区

美川地区

面河地区

柳谷地区

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答

（（％）

（３） 地域活動への参加意向（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

地域活動への参加意向があると回答された方（「是非参加したい」と「参加してもよい」）は、

全体の約５割となっています。地区別にみると、いずれの地区も参加意向を示した方の割合は約

5割となっていますが、久万・柳谷地区において比較的割合が高くなっています。 

 

地 区 人数（人） 
割合（％） 

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答 

全体 2,048  8.3 41.2 34.6 16.0 

久万地区 1,160  8.9 42.3 33.7 15.1 

面河地区 447  7.6 38.9 38.3 15.2 

美川地区 159  5.0 40.3 32.1 22.6 

柳谷地区 248  8.9 43.1 32.3 15.7 
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体

久万地区

美川地区

面河地区

柳谷地区

とてもよい まあよい あまりよくない よくない 無回答

（（％）

（４） 主観的健康感（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

健康状態がよいと回答された方（「とてもよい」と「まあよい」）は、全体の約７割となってい

ます。地区別にみると、久万地区において、健康状態がよいと回答された方の割合が最も高くな

っています。 

 

地 区 人数（人） 

割合（％） 

とてもよい まあよい 
あまり 

よくない 
よくない 無回答 

全体 2,048  6.5 63.9 22.1 4.1 3.4 

久万地区 1,160  7.6 64.3 21.3 3.7 3.1 

面河地区 447  5.1 62.6 23.9 4.9 3.4 

美川地区 159  1.9 68.6 22.0 6.3 1.3 

柳谷地区 248  6.9 62.9 21.8 2.8 5.6 
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はい

692 
33.8%

いいえ

1,201 
58.6%

無回答

155 
7.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が転職した

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない

わからない

無回答

（５） 認知症に関する相談窓口について（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

要介護認定を受けていない方が主な対象となる調査ですが、知らないと回答された方が約 6割

となっており、周知のあり方について検討する必要があります。 

 

  人数（人） 割合（％） 

はい 692  33.8 

いいえ 1,201  58.6 

無回答 155  7.6 

合計 2,048  100.0 

 

 

 

 

 

（６） 介護離職（在宅介護実態調査） 

「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」と回答した方の割合が約８割となっていま

す。「主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」と回答した方は 3.5％でした。 

 人数（人） 割合（％） 

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く） 9 3.5  

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く） 1 0.4  

主な介護者が転職した 1 0.4  

主な介護者以外の家族・親族が転職した 0 0.0  

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない 195 76.2  

わからない 8 3.1  

無回答 42 16.4  

合計 256  

 

  



18 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

（７） 介護者の不安（在宅介護実態調査） 

「認知症状への対応」と回答された方の割合が最も高く、約２割となっています。 

  今回調査 

人数（人） 割合（％） 

身
体
介
護 

日中の排泄 48 15.9  

夜間の排泄 51 16.9  

食事の介助（食べる時） 13 4.3  

入浴・洗身 49 16.2  

身だしなみ（洗顔・歯磨き等） 5 1.7  

衣服の着脱 14 4.6  

屋内の移乗・移動 24 7.9  

外出の付き添い、送迎等 25 8.3  

服薬 24 7.9  

認知症状への対応 71 23.5  

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等） 9 3.0  

生
活 

援
助 

食事の準備（調理等） 48 15.9  

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等） 50 16.6  

金銭管理や生活面に必要な諸手続き 20 6.6  

そ
の
他 

その他 15 5.0  

不安に感じていることは、特にない 32 10.6  

主な介護者に確認しないと、わからない 39 12.9  

無回答 68 22.5  

回答者数 302  
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４  久万高原町版地域包括ケアシステムの現状と課題 

 

これまで本町は、介護、予防、医療、生活支援、住まいの５つのサービスを一体的に提供する地

域包括ケアシステムの構築に取り組んできました。 

 

地域包括ケアシステムのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括ケアシステムとは、地域住民が住

み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の

最後まで続けられる環境づくりのために、住

まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に

提供される社会システムのことをいいます。 

人間は高齢化による心身機能の低下等にと

もない、「医療・看護」「介護・リハビリテーシ

ョン」「保健・福祉」等の支援・サービスが必

要になります。そうした公的支援・サービスが

適切に利用されるためには、その基盤として、

地域における「介護予防・生活支援」が安定的

に実施されている必要があり、また、安定した

「すまいとすまい方」も重要です。 

地域包括ケアシステムの各要素の関係性イメージ 



20 

そして、その大前提となるのが「本人の選択と本人・家族の心構え」であり、自らの状態を適切

に認識しつつ、真に必要な支援・サービスを選択できるよう、人づくり・地域づくりを進めていく

ことが、地域包括ケアシステムの根底を支えます。 

本町のこれまでの取り組みを、地域包括ケアシステムの構成要素ごとに整理すると、現状と課題

は次のように考えられます。 

 

（１） 予防 

【現状】 

介護予防・重度化防止のためには、疾病の予防や適切な治療が不可欠です。今後、高齢者の

保健と介護予防の一体的な推進により、より効果的な取り組みにしていく必要があります。 

介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」という。）では多様なサービスを展開

しており、従来相当の訪問・通所型サービスのほかに、基準緩和サービス（通所型サービス

A）、住民主体型サービス（訪問型サービスＢ、通所型サービスＢ）を実施しています。特に住

民主体型サービスについては、介護予防の促進に重要であることから、登録制にすることで参

入しやすいものにしています。 

また、介護予防促進のために認知症予防教室や、筋力アップと住民主体の通いの場づくりを

目指した百歳体操の普及に取り組んでいます。高齢者自身の介護予防の担い手としての活動促

進のため、介護支援ボランティア制度を実施しています。 

認知症に係る課題については、認知症地域支援推進員及び認知症初期集中支援チームを設置

しており、困難事例へ早期対応ができる体制が整っています。また、認知症サポーター数は

2,877人（令和 2年 9月時点）で、総人口に占めるサポーターの割合は県下で突出して高い

35.9％となっており、住民の認知症に対する意識は高いといえます。 

 

【課題】 

本町は認定率が県下で最も高いことから、介護予防の必要性の周知・啓発に一層取り組む必

要があります。そのためにも住民主体で継続的に実施できる百歳体操の効果をより多くの町民

に知ってもらい、町内全域に広がるよう積極的な普及を行っていく必要があります。また、令

和 2年度（2020年度）は新型コロナウイルス感染症の影響で教室やサロンを開催しにくい状

況にあり、今後の感染症動向を見据えながら活動方法を検討する必要があります。 

認知症対策については、住民の意識向上が今後も重要であるため、認知症サポーター等のさ

らなる技量向上に向けた養成を検討する必要があります。 

また、介護予防・重度化防止のためには、疾病（特に生活習慣病）の発症・重症化を予防す

ることが不可欠であり、保健事業と介護予防の一体的な推進により、より効果的な取り組みに

していく必要があります。 
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（２） 医療 

【現状】 

住民への在宅医療についての啓発活動を進めるとともに、在宅医療・介護連携推進事業ワー

キング部会を設置し、多職種連携のための協議を進めています。 

また、本町の地域医療の中核である町立病院においても、コミュニティナースの取り組みに

より、保健・福祉・まちづくりと一体となった地域医療が推進されています。また、町立病院

の老朽化に伴う建替えを機に、保健・医療・介護・福祉の集約施設の設立を検討しています。 

 

【課題】 

厚労省の無医地区等調査において、本町内に「無医地区※」が複数あるとされており、在宅医

療及び医療・介護・地域が連携した支援体制の確立が不可欠です。 

単に連携ネットワークの枠組みを構築するだけでなく、意見交換や情報共有のしやすい「顔

の見える関係づくり」を推進していく必要があります。 

 

※無医地区：定期交通機関がなかったり、定期交通機関があっても医療機関に行くまでに１時間超の時

間がかかったりなど、容易に医療機関にかかることが困難な地区。 

 

（３） 介護 

【現状】 

これまで、高齢者人口や給付費動向から判断をしながら介護サービス基盤の整備を行い、必

要な人が必要なサービスを利用できる体制づくりに努めてきました。 

施設サービスとしては、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、介護

療養型医療施設があります。また、介護療養型医療施設は、令和６年（2024 年）３月までに

介護医療院へ移行されることになっています。 

地域密着型サービスとして、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護（グループホ

ーム）の他に、小規模多機能型居宅介護があり、在宅生活の継続を総合的に支援しています。 

 

【課題】 

本町の高齢者人口が減少傾向にあり、介護サービスの全体的な利用量は減少が予想されま

す。そうした中で、在宅生活の継続を支援できるサービスの充実と、必要になった際に入所が

できる施設の確保を行うことで、真に必要な人が適切に利用できる支援体制を維持していく必

要があります。 
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（４） 生活支援 

【現状】 

社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを配置し、各地区固有の生活課題の解決に向け

た協議や、住民主体のサービスの実施を推進しています。また、生活支援の担い手確保に向

け、住民主体型サービス従事者研修や生活・介護支援サポーター養成講座を実施しています。 

また、「食」の自立支援事業（配食サービス）を町内全域で実施しており、健康的な食習慣の

維持を支援するだけでなく、定期的な訪問による安否確認も行っています。 

 

【課題】 

ボランティアグループについては、高齢化にともない活動休止している団体もあり、生活支

援の担い手確保の取り組みとあわせ、総合的にコーディネートのあり方を検討する必要があり

ます。また、町域が広大な本町においては、それぞれの地区における高齢者の生活課題の情報

収集に困難がともなうため、見守り推進員等が事業の趣旨を理解し、活動をしていくことが重

要です。 

 
（５） 住まい 

【現状】 

地域包括ケアにおける「住まい」とは、バリアフリー等の住居整備だけでなく、「住まい」と

「生活」が一体的に整備されていることも指します。ひとり暮らし高齢者世帯が増加している

状況において、生活支援や在宅医療・介護等が一体となった地域環境の整備が重要になりま

す。 

ひとり暮らし高齢者の見守り・声かけについては、現在、ボランティアグループだけでな

く、200名近い見守り推進員が委嘱されています。 

また、高齢者の抱える課題を早期に対応するための総合相談支援事業については、相談実人

数が大きく増加する見込みであり、多くの方の個別の課題に対する多面的な支援を推進してい

ます。 

 

【課題】 

多様な課題の早期対応のために、総合相談事業等の相談体制の充実について、検討していく

必要があります。 

また、交通弱者対策については年々重要性が増しており、福祉分野だけにとらわれず、町全

体の課題として、総合的に検討を進めていく必要があります。 
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第３章 計画の基本的な考え方 
 

１  計画の基底としての「自立（自律）支援」 

（１） 本町における自立（自律）の概念について 

「自立支援」はそもそも今日の社会福祉の根幹ともいうべきものであり、次のような「自立支援」

の考え方のもとで、高齢者だけでなく障がい者や子どもに対する多様な福祉施策が推進されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

これに対し、本町における「自立」とは、「自分のことは自分でできる」あるいは「自分でできる

ことは自分でする」という一般的な「自立」より、むしろ「自律（他からの支配・制約等を受けず

に、自分自身で立てた規範に従って行動すること）」であると考えます。それは、人に頼る、委ねる

という選択権を持つことを意味し、人が支え合う社会における共立の意味を含んでいます。 

そして、自立（自律）支援において考えなければならないことは、「自ら行為を行えなくなったか

らといって、人としての価値が低下するわけではない」、「人である限り、最期の瞬間に近づけば近

づくほど、自らの力ではできなくなってしまう行為が増え、やがてすべての行為を失う場合もある」

という理解です。 

こうした考え方に基づくと、本町が目指す「自立（自律）支援」とは、高齢者が最期まで「その

人らしく輝いて暮らし続けること」と「安心と笑顔がある生活」であるといえます。 

 

（２） 自立（自律）支援に向けた「自助・互助・共助・公助」のあり方 

本町は、前述のような「自立（自律）支援」の考え方のもと、これまで「福祉サービスの自己選

択、自己決定の実現のできる仕組み」として介護保険制度（共助）や高齢者福祉事業（公助）を推

進してきました。しかしながら、高齢化の進行や広大な町域を持つ本町にとっては、公的な福祉サ

ービスだけでは対応できない「切れ目」ともいうべき困難事例は数多く、行政のみが主体となって

自立（自律）支援を行っていくことが困難なのは明らかといえます。 

こうしたことから、久万高原町版地域包括ケアにおける自立（自律）支援の、「自助」、「互助」、

「共助」、「公助」それぞれの役割と連携を次のように整理します。 

 

  

自立支援 

本人が自らの生活を自らの責任で営むことを基本としつつ、それだけでは生活が維

持できない場合に必要な援助を行うこと 
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久万高原町の自立（自律）支援における役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 切れ目ない自立（自律）支援のために 

今後、本町が「自立（自律）支援」を実現していくためには、前述の役割分担の中でも、次のこ

とが今後さらに重要になります。 

 

① 互助の確立（住民主体の支え合いに向けた地域づくり・人づくり） 

② 共助・公助の維持（介護保険サービスや公的支援の持続的運営） 

 

これまでの取り組みや地域の実情を踏まえ、住民と「自立（自律）支援」の考え方を共有しなが

ら、本町の目指す「自立（自律）支援」を推進していきます。 

 

  

■自分のことは自分でする 

■自らの健康管理（セルフケア） 

■市場サービスの購入 

■当事者団体による取り組み 

■高齢者によるボランティア・生きがい就労 

 

■ボランティア活動 

■住民組織の活動 

 

 

 

 

 

■介護保険に代表される 

  社会保険制度及びサービス 

 

     ■ボランティア・住民組織の活動への 
       公的支援 

 

 

■一般財源による高齢者 

福祉事業等 

■生活保護 

■人権擁護・虐待対策 

自助 互助 

共助 公助 
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（４） 防災における相互扶助の考え方との関係 

久万高原町版地域包括ケアにおける自立（自律）支援の、「自助」、「互助」、「共助」、「公助」の考

え方は前述の通りですが、本町の地域防災計画においても「自助」、「共助」、「公助」という考え方

が位置付けられています。 

防災においては、住民が自らの安全は自らで守る「自助」を実践したうえで、地域において互い

に助け合う「共助」に努めるとともに、町及び県がこれらを補完しつつ「公助」を行うことを基本

としています。 

地域包括ケアにおける「互助」と「共助」が、防災においては「共助」としてひとくくりにして

いるものと考えられます。 

 

こうした考え方の相違の背景に、両者が対象にする期間があります。地域包括ケアにおいては、

介護保険の長期的な持続を図る必要があり、事業者はサービス提供をしながら経営を行う主体とい

う側面があり、単純に地域の支え合いの担い手としてとらえることはできません。一方の防災にお

いては、緊急時の対応（短期的）を考える必要があり、事業者も団体も、その特性に応じて役割を

担う主体という意味において大きな違いはなく、いずれも地域の支え合いの担い手と考えられます。 

 

したがって、地域包括ケアにおける「互助」と「共助」は、災害時にはともに「共助」として、

地域の助け合い・支え合いとして機能するよう、福祉と防災の連携を図るものです。 
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２  重要となる考え方 

（１） 人口動向 

本町の高齢化は、国よりも 30年以上先行している状況です。国においては、わが国の高齢者人

口のピークである令和 22年（2040年）を見据えて高齢者福祉や介護保険事業の制度設計を進め

ていますが、本町はすでに高齢者人口のピークを経過しており、後期高齢者も減少局面を迎えてい

ます。 

高齢者が減少すると介護保険サービスの需要が減少しますが、それ以上に介護保険を支える高齢

者・現役世代の人口が減少することで、介護保険の持続性が懸念される状況になります。人口動向

による影響を少しでも緩和し、介護保険を持続可能なものにしていくために、介護予防・フレイル

予防や重度化防止に努め、要介護に陥る状態を遅らせるとともに、地域のつながりや助け合いを促

進し、可能な限り住み慣れた場所で暮らせる地域づくりに取り組む必要があります。 

（２） 地域包括ケアシステム 

本町はこれまで、高齢者が住み慣れた地域での在宅生活を継続できるよう、地域包括ケアシステ

ムの深化・推進に取り組んできました。 

地域包括ケアシステムは元来、団塊の世代が高齢者に移行することで高齢者人口が急増し、介護

保険サービスだけで対応しきれない状況を想定し、提唱されたものです。本町ではすでに高齢者人

口が減少傾向に転じているため、国の想定した状況とは異なります。 

したがって、地域包括ケアシステムから地域共生社会の実現へと、取り組みを移行していく必要

が出てきています。 

（３） 地域共生社会 

人口減少・少子高齢化や世帯構造の変化に伴い、社会的な課題の複雑化・複合化がみられます。

こうした課題に対し、国は、地域包括ケアシステムの理念を高齢者以外の分野にも普遍化し、あら

ゆる社会的支援が必要な方に対して包括的な支援を行う「地域共生社会の実現」を提唱しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存の制度による解決が困難な課題 

●世帯の複合課題 

  ・高齢の親と無職独身の 50 代の子の世帯（8050 問題） 

  ・介護と育児に同時に直面する世帯（ダブルケア） 

  ・障がいをもつ子と要介護の親の世帯 等 

●制度の狭間 

  ・いわゆる「ゴミ屋敷」 

  ・障がいの疑いがあるが手帳申請を拒否 等 

●社会的孤立 

  ・頼る人がいない 

  ・自ら相談に行く力がない 

  ・周囲が気がついていても対応できない 等 

高 齢 者 

障がい者 

生 活 

困 窮 

子育て 
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本町では人口減少・少子高齢化が著しく進行していることを背景として、地域運営協議会に

よる新たな自治やコミュニティナースといった取り組みが始まっており、地域共生社会に向け

て確実にスタートを切った状況にあります。 

今後、地域包括ケアシステムから地域共生社会へ展開することを視野に、保健や他の福祉分

野との包括的な連携体制を構築します。 

 

 

３  基本理念 

 

本計画は、国よりも高齢化が進む現状に対し、本町の「自立（自律）支援」の考え方に沿いなが

ら、地域包括ケアをさらに深化・推進することを目的として、策定するものです。 

それは、住民、企業、行政等がそれぞれの役割を担いながら連携し、高齢者一人ひとりが自らの

能力に応じて、必要な支援を得ながら日常生活を構築していく体制整備であり、本町がこれまで取

り組んできた介護、予防、医療、生活支援、住まいの５つのサービスを一体的に提供する地域包括

ケアをさらに深めることです。 

こうしたことから、本計画の基本理念はこれまでのものを継承し、次のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者が住み慣れた自宅や地域で、 

笑顔で生活できるまちづくり 
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４  施策体系 

 

本町のこれまでの取り組みと国の政策動向を総合し、本計画における取り組みを次の体系に整理

し、施策を展開します。 

 

基本理念            基本施策                    施 策 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 １ 包括的支援体制の充実 

 ２ 保健・医療・介護・福祉の連携強化 

 ３ 認知症の総合的な支援 

 ４ 介護サービスの持続性確保 

高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
自
宅
や
地
域
で 

笑
顔
で
生
活
で
き
る
ま
ち
づ
く
り 

介護予防・生活支援の推進 

地域包括ケアシステムから

地域共生社会の実現 

 

支え合う地域環境づくり 

 

 １ 高齢者の保健事業と介護予防の 

一体的な実施 

 ２ 生活支援の充実 

 １ 生きがいづくりの促進 

 ２ 安全・安心な環境づくりの推進 

 ３ 支え合う地域づくりの推進 
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５  基本施策ごとの方向性 

基本施策１ 地域包括ケアシステムから地域共生社会の実現 

これまで本町は、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けること

ができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進し

てきました。顔の見えやすい人口規模であることや住民の気質等により、今後もそれが維持しやす

い状況にあるとも考えられます。 

今後、地域包括ケアの根幹をなす「自立（自律）支援」について、本町にとっては「互助の確立」

と「共助・公助の維持」が重要な鍵となります。人口減少・少子高齢化が今後さらに進行すること

から、従来の福祉分野にとらわれず、一人ひとりが助けあいの主体的な担い手となる地域共生社会

を実現しなければなりません。 

すでに、在宅医療連携会議や地域運営協議会等、多様な主体が連携していくための取り組みが進

行しており、今後、町立病院建替えに伴う保健・医療・介護・福祉の集約体制の整備など、新たな

体制整備に取り組みます。 

また、自主的なつながりだけでなく、介護保険の保険者として、介護保険事業を将来にわたって

安定的に運営できるよう、適正な認定ならびに給付管理に、より一層取り組んでいく必要がありま

す。介護が必要な高齢者一人ひとりの個別ケアを推進するため、ケアマネジメントの向上を目指し、

介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質の向上に引き続き取り組みます。 

 

基本施策２ 介護予防・生活支援の推進 

本町では脳卒中等生活習慣病により要介護状態となる方が多く、できる限り健康寿命を延伸して、

その人なりの健康な状態で自立した生活を少しでも長く送れるように、若い頃から生活習慣病発

症・重症化予防に心がけることが重要です。 

高齢期に入っても住民健診や各種がん検診を積極的に勧奨し、個々の結果に応じた保健指導を受

け、地域のサロン等住民主体の取り組みに対し、専門職による助言を行うなどこころと体の健康づ

くりに関する知識の普及啓発や介護予防事業に積極的に取り組みます。 

 

基本施策３ 支え合う環境づくり 

高齢になると自宅に閉じこもりがちになり、社会と疎遠になるケースが多くみられ、結果的に生

きがいの喪失や体力の低下などにつながる恐れがあります。高齢者が誰でも気軽に参加できて、毎

日の生活に張りが生まれるようなサロン活動やサークル活動などを促進することにより、閉じこも

り予防や老後うつ等の防止に努めます。 

元気高齢者に対しては、豊富な経験・知識・技能を生かして自己実現や、支援が必要な高齢者を

支える側で活躍できるような就労的活動の機会を提供します。 
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第４章 施策の展開 
 
 

   施策体系 

基本施策 施策項目 個別施策・サービス 

◆地域包括ケア

システムから

地域共生社会

の実現 

 

１ 包括的支援 
体制の充実 

(1) 地域包括支援センターの機能強化 

(2) 地域運営協議会との連携 

(3) 総合相談支援 

(4) 権利擁護 

(5) 地域ケア会議の推進 

２ 保健・医療・ 
介護・福祉の 
連携強化 

(1) 保健・医療・介護・福祉の連携拠点の創設 

(2) 在宅医療・介護連携の推進 

３ 認知症の総合 
的な支援 

(1) 認知症に関する理解促進等 

(2) 認知症の予防 

(3) 認知症へのケア 

(4) 認知症バリアフリーの推進等 

４ 介護サービス 
の持続性確保 

(1) 介護給付の適正化 

(2) 家族介護の継続支援 

(3) 介護人材の確保・定着支援 

◆介護予防・ 

生活支援の 

推進 

１ 保健事業と介
護予防の一体
的な推進 

(1) こころと体の健康づくり 

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業 

(3) 一般介護予防事業 

２ 生活支援の 
充実 

(1) 生活支援体制の整備 

(2) 生活支援サービスの充実 

◆支え合う地域
環境づくり 

１ 生きがいづく 
りの促進 

(1) 生涯学習の推進 

(2) 就労的活動の推進 

２ 安全・安心な 
環境づくりの 
推進 

(1) 交通安全 

(2) 防犯対策 

(3) 防災対策 

３ 支え合う地域 
づくりの推進 

(1) 重層的支援体制の整備 
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基本施策１ 地域包括ケアシステムから地域共生社会の実現 

（１） 包括的支援体制の充実 

① 地域包括支援センターの機能強化 

【施策の現状】 

近年、地域の高齢化及び人口減少により、従来の自治会単位等のつながりだけでは解決困難

な生活課題が増加しています。こうしたことから、地域包括支援センターでは、積極的な訪問

により、必要な人に必要な支援を結びつけるアウトリーチを基本とする相談活動を推進してい

ます。 

認知症高齢者やひとり暮らし高齢者が増加する中で、多様化・複雑化していく地域課題に対

応していくためには、住民全員が互いに見守り支え合う“地域づくり”、“人づくり”が不可欠

です。 

 

【取り組み】 

・住民主体の支え合い（人づくり） 

これまで｢生活・介護支援サポーター養成事業｣｢地域支え合いセミナー｣｢認知症サポーター養

成講座｣等を通して、住民による支え合いに向けた“人づくり”を行ってきました。各種講座の

修了生の中には、社会福祉協議会が実施する｢地域見守り推進員｣への登録や、サロン活動への

参加など住民主体の支え合い活動が進んでおり、今後も“人づくり”を継続します。 

 

・多職種連携による支援 

本町は、町直営の地域包括支援センターが、地域包括ケアシステム推進の中核的役割を担っ

ています。地域包括支援センターには保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーの 3 職種が配

置されており、高齢者をめぐる様々な相談に対応して、包括的な支援を実施しています。 

また、個別の事例等から、多職種による対応が必要なものや、協議すべき地域課題があった場

合には、「地域包括ケア推進会議」において検討を行います。加えて「地域包括ケア推進会議」

では、介護サービス、予防サービス、医療、見守り、日常生活支援などの高齢者の生活を支える

社会資源の開発や、それらのサービスを効果的に提供できる政策形成を行います。 

 

② 地域運営協議会との連携 

【施策の現状】 

高齢化及び人口減少が進む地区において、従来の自治会単位等のつながりでは、地区の課題

の自主的な解決が困難となってきています。このことから、おおむね旧小学校区を単位として、

地域課題の解決に向けた住民の自主的な協議を行う地域運営協議会が、順次設立されています。

令和 2年度（2020年度）においては、面河地区にすでに設立されており、柳谷地区において

も複数の協議会が設立に向けて取り組みを進めています。 

地域運営協議会は住民主体の協議体ですが、内容によって、行政や町立病院のコミュニティ

ナース、民生委員・児童委員など、高齢者福祉を考えるうえで不可欠な人材も参加しています。 
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【取り組み】 

地域運営協議会は、今後、本町が地域共生社会を実現していくにあたって重要な取り組みで

す。協議において整理された課題や対策については、行政や関係機関も共有し、住民だけで解

決が困難なものについては施策の検討を行います。 

 

③ 総合相談支援 

【施策の現状】 

地域包括支援センターの、高齢者の総合相談窓口としての周知が進んでいます。相談者がた

らい回しになることのない相談支援やアウトリーチが重要であり、行政や地域・関係機関の調

整を行う本事業は特に充実していく必要があります。 

また、住民の身近な相談窓口として、久万、面河、柳谷、美川地区にブランチセンターを設

置しており、広大な本町において、今後も住民が相談しやすい体制の確保に努める必要があり

ます。 

 

相談支援のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取り組み】 

高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を送れるよう、高齢者やその家族か

らの各種相談に対し、専門的な知識や経験を有した職員が幅広く総合的に対応して、多面的な

支援を行います。 

 

指 標 単位 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

相談実人数 人 249 206 200 200 200 200 

相談受付件数 件 450 440 420 410 410 410 
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④ 権利擁護 

【施策の現状】 

高齢者の虐待についての通報件数は年度によってばらつきがみられますが、必要な案件につ

いてはすべて事実確認を行っています。今期は｢愛媛県高齢者虐待対応専門職チーム｣に助言を

求める複雑な案件はありませんでした。 

また、加齢や障がい等による判断能力の低下や、家族・親族の支援が十分でない方に対して、

消費者被害等の権利侵害から守るため、地域包括支援センターにおける相談や、社会福祉協議

会の地域福祉権利擁護センター事業との連携等、関係機関と連携しながら権利擁護を推進して

います。成年後見制度も必要と判断された場合には運用しており、後見開始の申立をする親族

がいない場合に、町長申立や成年後見制度の申立に要する経費や成年後見人等の報酬の助成を

行っています。 

 

【取り組み】 

ア 権利擁護事業 

高齢者が「その人らしく地域で暮らすための権利」を守るために、法人成年後見事業や福祉

サービス等の、適切な行政対応や支援へ結びつけることを目的として、権利擁護を推進しま

す。 

 

イ 成年後見制度利用支援事業 

今後、ひとり暮らし及び認知症高齢者が増加することが考えられ、権利擁護のためには本事

業が重要であることから、継続的に実施します。 

 

項 目 単位 
実績値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

町長申立件数 件 1 4 1 

 

ウ 高齢者虐待防止 

虐待の事例を把握した場合には「高齢者虐待防止法」等に基づき、速やかに当該高齢者を訪

問して状況を確認するなど、事例に即した適切な対応を行っています。また、愛媛県高齢者虐

待対応専門職チームと委託契約を締結し、支援困難な事例に対しても速やかに対応を行うこ

ととしています。 

 

項 目 単位 
実績値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

虐待通報件数 件 8 5 ３ 

虐待認定件数 件 0 3 １ 



34 

エ 消費者安全確保地域協議会 

認知症の人を含め、高齢者等を中心に消費者トラブルが悪質化しているため、行政と地域住

民、各種団体などが連携しながら高齢者を見守り消費者被害の未然防止と早期発見に努める

ことを目的として、本協議会を設置しています。 

本協議会では、消費者被害の情報共有や、注意喚起を行う啓発を行うほか、困難事例等のケ

ース会議を行い被害の再発防止等に努めます。 

 

 

⑤ 地域ケア会議の推進 

【施策の現状】 

本町における多職種連携による支援の推進に向け、地域ケア会議を実施してきました。担当

地域ケア会議において、地域における様々な課題を協議し、そこから抽出された政策的課題に

ついて、地域包括ケア推進会議で協議を行っています。 

 

【取り組み】 

今後も、本町における地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、多職種による緊密な協議

を継続します。 

 

本町のネットワーク 

 

 

 

 

 

 

  

第１層 全町 

第３層 地域 

虐待防止対策連絡協議会 
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（２） 保健・医療・介護・福祉の連携強化 

① 保健・医療・介護・福祉の連携拠点の創設 

【施策の現状】 

町立病院の老朽化が進行しており、建替えが必要となっています。これに伴い、新たな施設

のあり方を検討する必要があります。人口減少・少子高齢化に伴い、地域課題が複合化・複雑

化している状況を踏まえ、保健・医療・介護・福祉分野を集約し、ワンストップで対応できる

施設整備を検討することが求められます。 

 

【取り組み】 

地域共生社会の実現に向けた拠点となるよう、関係機関と協議を進め、施設のあり方や連携

体制を構築します。 

 

 

②  在宅医療・介護連携の推進 

【施策の現状】 

医療ニーズと介護ニーズをあわせ持つ高齢者を地域で支えていくためには、居宅等において

提供される訪問診療等の医療（在宅医療）と居宅介護サービス等の介護が連携し関わる事が、

地域包括ケアシステムに不可欠な要素となります。 

本町では、在宅医療・介護連携推進ワーキング部会を設置しており、切れ目ない支援体制確

立に向けた協議を行っている他、在宅医療介護について住民への啓発活動を行っています。 

 

【取り組み】 

在宅医療は、医師に加え、歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリ関係職種等多くの職種によ

って提供されます。これに介護関係職種を加えた多職種による真に包括的なケアのための協

働・連携の体制を整えることが必要です。地域のかかりつけ医の協力を得られるよう、医師会

等との協働体制づくりに取り組みます。 
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（３） 認知症の総合的な支援 

国の認知症施策推進大綱の基本的な考え方において、認知症の発症を遅らせ、認知症にな

っても希望をもって日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しな

がら「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進していくことが示されています。 

施策推進大綱では、①普及啓発・本人発信②予防③医療・ケア・介護サービス・介護者へ

の支援④認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人の支援・社会参加⑤研究開発・産業

促進・国際展開、の5つの柱に沿って施策を推進するとしています。本計画においては、専ら

国の役割である「研究開発」の項目は除いた4つの柱に沿って施策を推進します。 

 

① 認知症に関する理解促進等 

【施策の現状】 

認知症は誰もがなりうることから、認知症の人やその家族が地域のよい環境で自分らし

く暮らし続けるために、認知症の理解を深め、認知症があってもなくても、同じ社会の一

員として地域をともに創っていくことが必要です。 

認知症の正しい理解と啓発を目的に住民向けのセミナーやアルツハイマー月間にイベント

を開催しています。また、令和2年（2020年）9月時点の人口に占めるサポーターの割合

（35.9％）は県下20市町中1位となっており、認知症に対する住民の意識は、県下でも特に

高まっていると考えられます。 

認知症等の相談件数は年々増加しており、認知症への関心の高まりや、地域包括支援センタ

ーが相談機関として広く住民に認識されてきています。しかし、元気な高齢者において、認知

症の相談窓口を知っている割合はまだ十分とはいえず、引き続き周知が必要です。 

 

【取り組み】 

ア 認知症サポーター講座 

認知症サポーターの養成に引き続き取り組むとともに、住民を対象とした講演会や地域の

リーダー等への講座なども随時開催し、啓発を行います。また、地域包括支援センターや在宅

介護支援センター、居宅介護支援事業所等の相談体制を充実することで、身近な場所での相談

を推進します。認知症の人本人の実体験の発信を必要に応じて実施します。 

 

指 標 単位 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症サポーター講

座開催回数（累計） 
回 83 94 103 108 113 117 

認知症サポーター数

（累計） 
人 2,550 2,755 2,877 2,953 3,029 3,105 

※認知症サポーターキャラバン公表の数値 各年９月末 

  



37 

イ 「認知症ケアパス」活用 

認知症ケアパスは、認知症の状態に応じた適切なサービス提供の流れを確立し、認知症の人

とその家族がいつ、どこで、どのようなサービスを利用することができるのかを示したもので

す。本町では認知症に関する情報をまとめた「認知症知って安心ガイドブック」を作成し、今

後も普及に努めていきます。 

 

ウ 認知症セミナー、世界アルツハイマー月間における普及・啓発イベント等の開催 

年に１回住民向けの認知症セミナーの開催及び世界アルツハイマー月間の機会を捉えた認

知症の普及・啓発イベントを開催します。 

 

指 標 単位 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症セミナー参加

人数 
人 100 - - 110 114 120 

 

 

② 認知症の予防 

【施策の現状】 

運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の発症・重症化予防、社会参加による

社会的孤立の解消や役割の保持等は、認知症予防に資する可能性のある取り組みとして示唆

されています。一般介護予防事業で実施する認知症予防教室や、高齢者等が身近に通える住

民主体の通いの場の拡充、もの忘れ相談プログラムを活用など認知症の発症遅延や発症リス

クの低減につながる可能性がある取り組みを実施しています。 

また、高齢者に対する生活習慣病予防の教室など保健センターと連携した事業の実施が必

要です。 

 

【取り組み】 

ア 認知症予防教室 

10回コースの教室を前期と後期に分けて開催しています。認知機能の維持や改善の効果が

みられ参加者の満足度の高い教室です。学習内容に工夫しながら今後も継続していきます。 

 

イ 通いの場としての「いきいき百歳体操」の普及 

認知症予防に、筋力運動や他者との交流は効果があると言われています。参加者同士の見守

りの場としての役割も果たしており、今後も積極的な普及を行います。 

 

ウ 保健センターと連携した予防教室の開催 

要介護の原因となる認知症や骨折を予防するため、知恵の普及啓発や健康講座等、保健セン

ターと連携しながら実施します。 
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③ 認知症へのケア 

【施策の現状】 

認知症が疑われる人又は認知症の人やその家族を訪問し、初期の支援を集中的に行い、

かかりつけ医と連携しながら認知症に対する適切な治療や支援につなげ、自立生活のサポ

ートを実施することを目的として、認知症初期集中支援チームを設置しています。しかし、

認知症地域支援推進員の連携や地域ケア会議での検討による早期の対応により、初期集中

支援チームの対象となるケースはほとんどありません。 

医療機関、介護サービス事業所職員に対しては、在宅医療介護連携、権利擁護等の研修

で接遇や認知症の研修を行い医療・介護等の質の向上に取り組んでいます。 

加えて、介護者同士の情報交換等ができる認知症の人と家族のつどいや認知症カフェな

ど気軽に相談ができる認知症相談事業など介護者への支援に取り組んでいます。 

 

【取り組み】 

ア 認知症地域支援推進員の配置  

定期的に推進員連絡会を開催し、情報交換を行いながら、認知症の人とその家族を地域で支

援するための効果的な支援体制を推進していきます。 

 

イ 認知症初期集中支援チームの活用  

困難事例発生時は速やかに活動ができるよう体制を整えておきますが、基本的には総合相

談事業等で適切な支援・サービスが得られることが望ましいため、本町の地域特性に合った支

援を継続します。 

 

ウ 認知症の人と家族のつどい 

認知症の人を介護する家族等が介護の悩みや疑問点、接し方の工夫など情報交換しながら

気持ちをリフレッシュできる場所として継続して開催します。 

 

エ 認知症カフェふんわり 

認知症カフェは、認知症の人本人にとっては自ら活動し、地域とつながることができる場、

家族にとっては介護についての悩みを相談できる場、地域の方にとっては認知症についての

理解を深められる場として位置付けられる等、様々な効果が期待されるため継続して実施し

ます。  

 

 

④ 認知症バリアフリーの推進等 

【施策の現状】 

認知症の人及びその介護者が暮らしやすい地域づくりのためには、見守り体制の充実だけで

なく、地域の認知症に対する理解のもとでの支援のネットワークが重要です。 

このため、認知症の正しい理解のための認知症サポーター養成のほかに、徘徊見守り
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SOSネットワーク等の取り組みを行っています。高齢者の行方不明による事故等に備えた

徘徊高齢者事前登録制度（てくてくシート）に加え、スマートフォンによる行方不明者の

捜索アプリOSN（オレンジセーフティーネットワーク）導入し行方不明者の早期発見につ

なげています。  

また、若年性認知症については、県の若年性認知症支援コーディネーターとの連携により、

必要なケースについて対応しています。 

 

【取り組み】 

ア 徘徊見守りＳＯＳネットワークの推進  

徘徊高齢者事前登録制度（てくてくシート）、OSN（オレンジセーフティーネット）を広く

住民に周知し登録者、協力者を増やし早期発見、早期保護ができる地域とすることで、認知症

の人とその家族が安心して暮らせる地域づくりを推進します。 

イ チームオレンジの整備  

認知症サポーター等が支援チームを作り、認知症の人やその家族の支援ニーズに合った具

体的な支援につなげる仕組み（「チームオレンジ」）の構築に向けた検討を行います。  

 

（４） 介護サービスの持続性確保 

① 介護給付の適正化 

【施策の現状】 

本町における介護給付適正化とは、費用の抑制を目的とするものではなく、必要な人が必要

なサービスを選択できることを前提とした、適正なサービス利用を推進することです。 

国の定める主要 5 事業のうち、介護給付費通知は現在実施していませんが、４事業に加え、

介護サービス相談員の派遣を行っています。 

 

【取り組み】 

ア 適正な要介護認定 

本町の規模から、顔の見える関係性の事業者に認定調査を委託しており、緊密な連携のもと

で適正な要介護認定を行います。 

イ ケアプラン点検 

介護支援専門員に対して、ケアマネジメント支援事業を重点的に推進しており、届け出のあ

った訪問介護（生活援助中心型）の回数が多いケアプランについては、地域包括支援センター

の職員及び居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員等がケアプラン点検として多職種で検

証しています。 

こうした取り組みを通じ、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点か

ら、地域包括支援センターと介護支援専門員の間でサービス利用の考え方が共有できており、

不適正な利用は抑制されていると考えられます。 
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ウ 住宅改修等の点検 

本町の規模から、住宅改修等の申請者自身や家屋の状況が把握しやすく、不適正な利用がし

づらい状況があると考えられます。また、申請時に理由等を詳細に聞き取り、完了後は点検し

ておきたい箇所について訪問審査を行い、不適正利用を防止します。 

 

エ 医療情報との突合等 

国保連の実施する「縦覧点検」及び「医療情報との突合」の確認において、過誤請求や重複・

不正請求を発見し、適正な給付管理を行っています。 

 

オ 介護サービス相談員派遣事業 

介護サービス相談員が、施設や事業所など介護サービスを提供している現場を訪ねて、利用

者の話を聞き、相談に応じる一方で、派遣を希望する事業所に出向いてサービスの実態を把握

し、利用者と事業者の橋渡しをしながら、問題の改善やサービスの質の向上のための活動を行

います。令和 2年度（2020年度）については新型コロナウイルス感染症の流行拡大に伴い

派遣を見合わせていますが、今後は感染症対策を徹底し事業を継続します。 

 

指 標 単位 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護サービス相談員

派遣件数 
件 448 442 0 - 471 500 

※令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の流行状況により実施を検討するため、目標設定はしていません。 

 

② 家族介護の継続支援 

【施策の現状】 

在宅で重度の要介護高齢者を介護する家族等を支援することは、介護保険の持続性確保につ

ながります。介護用品や手当を支給し、介護者の精神的・経済的負担の軽減を図っています。 

 

【取り組み】 

ア 家族介護用品支給事業 

要介護認定者の在宅生活支援のために、経済的支援は重要であることから、本事業を継続し

ます。 

 

指 標 単位 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用人数 人 137 157 154 150 148 145 

支給額 千円 1,752 1,868 2,043 1,943 1,903 1,843 

 



41 

イ 在宅寝たきり老人等介護手当支給事業 

65 歳以上で、要介護 3 から要介護 5 の認定を受けており、日常生活動作のうち全介助を

要する状態の方、又は要介護認定調査の際の認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上の方を、

居宅において 3ヶ月以上継続して常時介護している家族等に対して、支給金額月額 7,500円

を 8月、12月、4月の年 3回、各 4ヶ月分をまとめて支給しています。 

要介護認定者の在宅生活支援のために、経済的支援は重要であることから、本事業を継続し

ます。 

 

指 標 単位 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用人数 人 462 437 453 441 435 429 

支給額 千円 3,465 3,278 3,398 3,308 3,263 3,218 

 

 

③ 介護人材の確保・定着支援 

【施策の現状】 

本町の高齢者人口は減少傾向にあるものの、介護人材は充足している状況ではありません。

介護サービスを維持していくには、既存の人材も高齢化しており、新たな人材を確保・育成し

ていくことは急務といえます。しかしながら、全国的に介護人材が不足している状況下におい

て、本町単独での介護人材確保は課題が多く、現存する地域資源を前提に体制を考える必要も

あります。 

また、新規の人材が定着するように業務を効率化することで、労働環境等の改善を図る必要

があります。 

【取り組み】 

新たな人材確保とキャリアアップによる定着支援を目指して研修を推進するとともに、ハ

ローワーク等と連携し、就労希望者と介護事業者とのマッチング支援に努めます。外国人人材

活用については、事業者の意向を聴取しながら、必要に応じ推進します。 

また、労働環境等の改善に向け、国の動向を踏まえて事務負担の軽減を図るとともに、ＩＣ

Ｔ導入等を希望する事業所に対しては、国の制度等を活用した支援を行います。また、補助的

な業務については、ボランティアの活用による負担軽減を推進します。 
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基本施策２ 介護予防・生活支援の推進 

（１） 保健事業と介護予防の一体的な推進 

① こころと体の健康づくり 

【施策の現状】 

本町は、骨折や認知症を発症し、要介護状態につながっている割合が高く、医療費や介護給

付費が県内でも高い現状にあります。そこで、高齢期の心身の機能障がいや要介護状態のリス

クが高まる「フレイル」を予防することが重要となってきます。 

「フレイル」は、単なる加齢からくる身体的な衰えだけでなく、心理的・環境的要因、生活

習慣病との関連など様々な問題が重なって起こります。これまで高齢期の健康については、骨・

関節疾患の予防に着目していましたが、「フレイル」のメカニズムを知り、より幅広く柔軟に対

策を進めていきます。 

【取り組み】 

ア フレイル予防に関する理解促進等 

様々な機会を通して、フレイルとならないための知識や予防について普及啓発します。 

イ 個別支援（ハイリスクアプローチ） 

・成人期から引き続き住民健診受診勧奨を行います。 

・KDBシステム等を活用し、医療機関への受診勧奨、服薬管理のための相談や指導、栄養や

運動・禁煙指導等を行い、生活習慣病の発症・重症化を予防します。 

・低栄養予防のために、個々に合ったバランスのとれた食事を提案します。 

・後期高齢者歯科口腔健診や歯周病検診の受診を勧め、その結果をもとに、高齢者に対する歯

科口腔に関する支援体制を整えます。 

ウ 通いの場等への積極的な介入（ポピュレーションアプローチ） 

フレイル状態の高齢者を健診結果や問診票などから把握し、低栄養や筋力低下、口腔機能低

下等の状態に応じた集団保健指導を、介護予防事業と一体的に実施します。 

エ 高齢者のこころの健康づくり 

関係機関の連携のもと、こころの悩みに関する相談を拾い上げ、速やかに支援につなぎま

す。また、それらを支える人材育成や偏見や誤解のない地域づくりを推進します。 

 

指 標 単位 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

後期高齢者健診 

受診率 
％ 39.9％ 33.2％ 30.0％ 30.0％ 35.0％ 40.0％ 
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② 一般介護予防事業 

【施策の現状】 

一般介護予防事業は、元気なうちから、要介護状態等になることを予防し、活動的で生きがい

のある生活を送ることができるよう介護予防に取り組んでもらうことを目的として、65歳以上

の方なら誰でも利用できるサービスです。 

通いの場の取り組みを始めとする一般介護予防事業は、住民が主体的に活動を推進すること

を基本とした事業です。地域のつながりの強化だけではなく、リハビリテーションの理念を踏

まえ事業を推進することで、生活機能全体を向上させることが重要となっています。そのため、

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士等の専門職が効果的に関与するなど、多様な関係者や事

業等が連携し、充実を図ることが求められています。 

いきいき百歳体操を週に１回実施しているグループが、久万地区に６、面河地区１、美川地区

２、柳谷地区４あり、継続者はその効果を実感されています。また、理学療法士により年に１回

の体力測定が実施され経年的な変化を見ることができます。 

効果的な介護予防活動のために、リハビリテーション専門職や保健師等を通いの場に派遣し、

介護予防と保健事業を効果的・一体的に推進しています。 

 

【取り組み】 

ア 介護予防普及啓発事業 

本町では、要介護となる原因疾患において、骨・関節疾患の割合が高く、丈夫な骨づくり

や筋力の保持・増進、通いの場づくりのために、「いきいき百歳体操」を推進します。手首

や足首に重りをつけ、座位でゆっくりと筋力向上を図ることで、転倒防止など介護予防効果

が見込まれます。 

今後も、サロン等の様々な機会を捉え、フレイル予防やロコモティブシンドロームの予防

について保健センターと連携を図りながら啓発を行い、保健の視点も踏まえながら介護予

防を推進します。また、令和 2年度（2020年度）の新型コロナウイルス感染症の影響を

踏まえ、感染症対策を徹底した介護予防活動の啓発を行います。 

 

指 標 単位 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

リハビリ専門職が 

通いの場に行った 

回数 

回 6 15 16 20 25 30 

 

イ 地域介護予防活動支援事業 

高齢者自身の社会参加活動を通じた介護予防を目的として「介護支援ボランティア制度」を

行います。高齢者が行った介護支援ボランティア活動の実績を評価した上で、評価ポイントを

付与し、申出によって評価ポイントを介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金に換金

する制度です。令和元年度（2019年度）時点で登録者数は 141名となっています。 
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今後、高齢者自身が地域社会の支え手となることは地域の活性化に欠かせないため、本制度

を引き続き実施し、高齢者のボランティア活動参加意欲の向上及び高齢者自身の健康維持増

進につなげます。 

 

指 標 単位 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護支援ボランティ

ア登録者数 
人 201 141 168 170 170 170 

 

ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

介護支援専門員の資質向上のために継続的に研修を実施し、介護支援専門員のレベル向上

を図ります。 

 

指 標 単位 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護支援員スキル 

アップ研修 

回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

時間 26 時間 30 時間 30 時間 30 時間 30 時間 30 時間 

 

 

③ 介護予防・日常生活支援総合事業 

【施策の現状】 

平成 29 年度（2017 年度）より新しい介護予防・日常生活支援総合事業を開始しており、

要支援者及びチェックリストによる事業対象者に対して、地域の実情に応じたサービスや、住

民主体のサービスの推進に取り組んでいます。 

 

【取り組み】 

ア 介護予防・生活支援サービス事業 

・訪問型サービス 

地域包括支援センターの保健師等が、対象者の自宅を訪問し、対象者の状態や生活機能に

関する問題を総合的に把握・評価した上で、必要な相談や指導を行い、訪問型サービスを利

用できるよう支援しています。 

本町では、従前相当サービス、サービス A、サービス B を実施しています。今後、地域

の実情や事業者・住民の意向を踏まえて、サービスを推進します。 
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・通所型サービス 

地域包括支援センターの保健師等が、対象者の自宅を訪問し、対象者の状態や生活機能に関

する問題を総合的に把握・評価した上で、必要な相談や指導を行い、通所型サービスを利用で

きるよう支援しています。 

本町では、従前相当サービス、サービス A 、サービス Bを実施しています。今後、地域の

実情や事業者・住民の意向を踏まえて、サービスを推進します。 

 

（２） 生活支援の充実 

① 生活支援体制の整備・ 

【施策の現状】 

社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを配置しており、住民の状況や地域特性を踏ま

えた上で、必要な生活支援の検討を行っています。また、生活支援を担うボランティア育成を行

うため、生活・介護支援サポーター養成講座を実施し、住民主体の取り組みを推進しています。 

 

【取り組み】 

生活支援は、住民それぞれの状況、地域の実情によって多様性が求められるため、全町的なサ

ービス検討だけではなく、より身近な範囲での生活課題解決に向けたサービス整備を図ります。 

 

② 生活支援サービスの充実 

【施策の現状】 

在宅の高齢者やその介護をする家族が安心して在宅生活を継続できるように、多様な生活課

題に対応するサービスの充実を図っています。 

 

【取り組み】 

ア 「食」の自立支援事業 

おおむね 65 歳以上のひとり暮らしの方や高齢者のみの世帯の方で、十分な食生活を送る

ことが困難な方に対し、定期的に居宅を訪問し、栄養のバランスやカロリーを考慮した食事を

提供するとともに安否確認を行います。 

 

指 標 単位 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

配食件数 件 8,582 9,434 9,803 9,834 9,648 9,462 

利用実人数 人 589 663 647 648 636 624 

委託料 千円 8,687 9,576 9,930 10,003 9,817 9,624 
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イ 外出支援サービス事業 

おおむね 65 歳以上の高齢者、又は介護保険第 2 号被保険者の特定疾病に該当する方で、

一般の交通機関を利用することが困難な方や下肢の不自由な方等に対して、移送用車両を利

用して自宅から医療機関への送迎を行います。緊急時の通院手段が確保できることから、介護

者にとっては精神的負担の軽減につながると考えられます。 

 

指 標 単位 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用回数 件 530 481 440 432 420 408 

利用実人数 人 138 135 117 114 111 108 

委託料 千円 1,717 1,573 1,452 1,426 1,386 1,346 

 

ウ はり・きゅう施術費助成事業 

65歳以上の高齢者又は身体障がい者手帳３級以上を所持する方が、はり・きゅうの施術を

受けた場合に費用の一部を助成します。 

 

エ 緊急通報体制整備事業 

急病や緊急時に迅速かつ適切な対応が困難と思われる、おおむね 65 歳以上のひとり暮ら

しや高齢者だけの世帯の方に対して、緊急通報装置の貸与を行います。緊急の際に装置のボタ

ンを押すと受信センターに通報できる他、受信センターから月 2回の安否確認が行われます。 

 

指 標 単位 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用実人数 人 57 49 40 36 36 35 

委託料 千円 1,697 1,581 1,481 1,354 1,354 1,317 

 

オ 在宅寝たきり老人紙おむつ支給事業 

寝たきりや認知症の方のうち、常時紙おむつを使用する在宅高齢者に対し、紙おむつを支給

することにより経済的な負担の軽減を図ります。また、要介護度 4・5で住民税非課税世帯の

方は「家族介護用品支給事業」の対象となります。 
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指 標 単位 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用人数 人 712 685 649 624 612 600 

支給額 千円 1,919 1,874 1,757 1,747 1,714 1,680 

 

カ 緊急医療情報キット配布事業 

ひとり暮らしの高齢者や高齢者だけの世帯の方の安全・安心を確保するため、緊急時の連絡

先や対応方法、かかりつけ医、持病等の情報をボトル状の保管ケースに詰めたものを無償配布

します。これを常時冷蔵庫に保管しておくことで、災害や急病等の緊急時に対象者の情報が的

確に伝わり、迅速な救命活動につなげます。 

 

指 標 単位 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ひとり暮らし高齢者

への新規配付 
件 19 23 26 25 25 25 

高齢者のみの世帯へ

の新規配付 
件 33 20 37 35 35 35 

 

 

（３） 高齢者の生活支援施設の活用 

① 高齢者生活支援ハウス 

日常生活において何らかの介護を必要とする高齢者で、居宅での生活が少し困難な方が入所で

きる施設です。町内には 1か所（定員 12名）設置されています。デイサービスセンター、在宅

介護支援センターが併設されています。 

 

② 養護老人ホーム 

居宅での日常生活を営むことが困難な高齢者が入所できる施設です。町内には 1 か所（定員

50名）設置されています。 
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基本施策３ 支え合う地域環境づくり 

（１） 生きがいづくりの促進 

① 生涯学習の推進 

【施策の現状】 

高齢者の学習意欲の高まりにともない、学習機会や活動分野などにおいて多様なニーズへの

対応が必要とされています。高齢者の生きがいづくりのみならず、経験や知識を地域活動等に

よって地域へ還元することは重要であり、生涯学習の推進が求められます。 

 

【取り組み】 

教育委員会が中心となり、地域における生涯学習活動の拠点となる公民館分館や高齢者同士

の集いの場での学習活動の支援を行い、高齢者の主体的活動や交流促進を図っています。 

 

 

② 就労的活動の推進 

【施策の現状】 

高齢者の社会における役割をつくることで、高齢者自身の介護予防や生きがいづくりに大き

な効果があると考えられます。また、高齢者の持つ豊富な知識や経験・能力を地域活動等に活

かすことは、多様で活力ある地域社会づくりにもつながります。 

しかし、老人クラブ、シルバー人材センターともに会員の高齢化や減少が顕著になってきて

います。社会福祉協議会の地域福祉活動も含めて、高齢者の役割づくりについて総合的に取り

組む必要があります。 

 

【取り組み】 

関係機関と連携し、就労支援等に努めるとともに、ボランティアなどを含む多様な就労的活

動の機会創出と個人の特性に応じたマッチング支援に努めます。 

 

指 標 単位 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

老人クラブ会員数 人 1,198 1,121 1,103 1,050 1,020 1,000 

シルバー人材センタ

ー会員数 
人 58 62 62 64 66 68 

ボランティア連絡 

協議会 
人 508 513 484 470 460 450 
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（２） 安全・安心に生活できる環境づくりの推進 

① 交通安全対策 

【施策の現状】 

警察や交通安全協会と協力して、交通安全教室の開催、国道沿線での街頭指導を実施してい

ます。 

公共交通機関の減少や交通空白区域のため、高齢ドライバーが増加しており、交通事故の発

生が危惧されます。高齢者の交通事故は、全国的に増加傾向にあり、町内でも高齢者が被害者

のみならず加害者になるケースも増えています。特に、本町は交通手段が車に限られているた

め、高齢のドライバーが買い物や通院手段として、やむを得ず運転を継続している例も多いと

いう実態があります。 

 

【取り組み】 

事故の発生を未然に防ぐためにも、交通安全の啓発だけでなく、運転免許証の自主返納しや

すい環境づくりが必要です。運転免許返納者、後期高齢者、障がい者を対象に交通利用券を発

行し、生活の質を維持できるよう支援を行います。 

移動支援は福祉だけの問題ではなく、町全体の課題であることから、地域や関係団体等、分

野横断的に協議を進めていきます。 

 

② 防犯対策 

【施策の現状】 

近年、高齢者を狙った詐欺や悪質商法等の犯罪被害が全国的に多発しており、その内容は年々

複雑化、多様化しています。本町でも、実際に詐欺の被害に遭ったケースが報告されています。

新型コロナウイルス感染症により生活様式が一変した影響か、令和 2年（2020年）は全国的

に特殊詐欺の減少傾向がみられますが、手口の多様化が報告されており、引き続き啓発活動が

重要です。 

これに対し、本町は被害防止に向けた研修会の開催や広報紙、防災無線で呼びかけを行って

います。また、民間事業者と協定し、各事業者が日常業務を行う中で、高齢者の日常と異なる不

審な点に気付いた際に、役場に電話で情報を提供する「見守りネットワーク」により、見守り体

制の強化に努めています。 

今後、高齢者の犯罪被害を防止するためには、地域住民や民間事業者等による見守り活動な

ど、地域が一体となった取り組みが必要です。 

 

【取り組み】 

今後も継続して、行政、地域包括支援センター、警察等が広域的に連携し、高齢者の被害防止

に向けた呼びかけの徹底や防犯灯の整備等、被害を未然に防ぐ対策を図っていく必要がありま

す。 

また、高齢者と日常的に接する機会の多い介護支援専門員や介護職員が、詐欺や悪質商法か

ら高齢者を守る視点で、日頃の言動などに注視することも必要です。 
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③ 防災対策 

【施策の現状】 

本町は、周りを急峻な山に囲まれた地形から、土砂災害が発生する危険性の高い地域が非常

に多くなっており、地震や大雨等の災害が発生した場合、道路、家屋、農地等に甚大な被害をこ

うむることが予想されます。また、道路網が寸断され、集落が孤立する恐れも高いことから、自

主防災組織や地域消防団の果たす役割が大きいといえます。 

本町では、大規模な災害を想定した全町一斉の訓練実施や避難路・避難場所の整備、水・食料

の備蓄等に加え、要介護者、障がい者等の避難困難者及びその支援者等をあらかじめ把握、登録

して、災害時の支援に役立てる避難行動要支援者名簿の整備を行っています。 

また、介護保険施設等において、少人数の従業者でもスムーズかつ的確に連絡、避難誘導、初

期消火活動が行えるよう、日頃からの訓練や機器の点検など、災害時を想定した活動が必要で

す。 

 

【取り組み】 

災害時の避難行動要支援者を把握し、本人の意向も踏まえ、避難行動についての想定を地域

や支援者とともに協議します。また、関係機関と連携しながら、施設入所者の災害時の避難や施

設における BCPの策定を支援します。 

 

④ 感染症対策 

【施策の現状】 

令和 2年（2020年）に世界的に流行した新型コロナウイルスにより、住民の感染症対策に

ついての意識が大幅に向上しました。今後、新たな感染症が流行した際にも、対策を徹底し、感

染拡大を防止する必要があります。 

 

【取り組み】 

感染症に対する知識の周知・啓発に取り組み、予防接種の勧奨を行い、感染予防と感染拡大防

止対策を徹底した生活様式の定着を図ります。そして住民の健康・安全を守りながら各種事業

を実施します。 
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（３） 支え合う地域づくりの推進 

重層的支援体制の整備 

【施策の現状】 

重層的支援体制とは、地域共生社会の実現に向け国の提唱した概念です。地域課題に関する

包括的な相談支援を行い、従来の「支える側」「支えられる側」という関係ではなく、地域にお

けるすべての主体の有機的な連携による支援体制を構築することを目指し、これまでの事業も

含めて「重層的支援体制整備事業」として整理されています。 

本町では、地域共生社会の実現に向けた取り組みは多数始まっていますが、効果的な取り組

みにしていくために、今後国が整備する制度を活用する必要があります。 

 

 
資料：厚生労働省 

 

【取り組み】 

住民同士の支え合いや、事業者や団体による支援ネットワークの構築を進めるとともに、今

後の福祉人材の確保のために、住民全体の福祉への参加意識の向上を図ります。 

また今後、保健・医療・介護・福祉を一体的に推進していく中で、行政としての包括的な支援

体制をあらためて整備します。 
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第５章 介護保険の運営 
 

１  介護保険サービスの給付実績 

第 7 期介護保険事業計画期間の介護（予防含む）サービス給付費の実績は、計画値を大きく超

えることなく推移しています。 

① 給付費の実績値と計画値 （給付費は年あたり） 

 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

実績値 

（対計画比） 
計画値 

実績値 

（対計画比） 
計画値 

実績見込値 

(対計画比) 

（対計画比） 

計画値 

 介護老人福祉施設 
355,438 

(98.1%) 
362,473 

352,695 

(97.3%) 
362,635 

368,289 

(101.6%) 
362,635 

 地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 
0 0 0 0 0 0 

 介護老人保健施設 
212,872 

(103.3%) 
206,152 

207,390 

(100.6%) 
206,244 

219,267 

(106.3%) 
206,244 

 介護医療院 0 0 1,264 0 73,359 0 

 介護療養型医療施設 
113,334 

(116.7%) 
97,134 

118,603 

(122.0%) 
97,177 

77,065 

(79.3%) 
97,177 

施設サービス給付費計 
681,644 

(102.4%) 
665,759 

679,952 

(102.1%) 
666,056 

737,980 

(110.8%) 
666,056 

 特定施設入居者生活介護 
39,890 

(101.5%) 
39,303 

48,278 

(129.7%) 
37,217 

63,247 

(178.6%) 
35,411 

 地域密着型特定施設 

入居者生活介護 
0 0 0 0 0 0 

 認知症対応型共同生活介護 
132,248 

(99.3%) 
133,144 

131,984 

(99.1%) 
133,204 

139,549 

(104.８%) 
133,204 

居住系サービス給付費計 
172,138 

(99.8%) 
172,447 

180,262 

(105.8%) 
170,421 

202,796 

(120.3%) 
168,615 

 訪問介護 
89,000 

(95.8%) 
92,940 

91,618 

(99.5%) 
92,101 

94,923 

(107.5%) 
88,308 

 訪問入浴介護 1,675 0 330 0 55 0 

 訪問看護 
26,246 

(82.7%) 
31,735 

32,856 

(108.9%) 
30,158 

39,382 

(129.6%) 
30,381 

 訪問リハビリテーション 
263 

(29.1%) 
906 

108 

(11.9%) 
906 

210 

(36.5%) 
575 

 居宅療養管理指導 
7,152 

(151.6%) 
4,717 

8,175 

(163.3%) 
5,005 

8,872 

(164.8%) 
5,382 

 通所介護 
174,568 

(107.6%) 
162,301 

174,942 

(109.4%) 
159,923 

185,612 

(120.5%) 
154,019 

 地域密着型通所介護 
17,908 

(81.9%) 
21,872 

14,928 

(68.2%) 
21,882 

12,308 

(56.2%) 
21,882 

 通所リハビリテーション 
43,677 

(99.1%) 
44,091 

43,983 

(94.4%) 
46,587 

45,848 

(93.1%) 
49,244 

 短期入所生活介護 
68,372 

(134.4%) 
50,860 

69,720 

(141.4%) 
49,322 

65,364 

(136.9%) 
47,761 

（単位：千円） 
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 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

実績値 

（対計画比） 
計画値 

実績値 

（対計画比） 
計画値 

実績見込値 

(対計画比) 

（対計画比） 

計画値 

 短期入所療養介護（老健） 
12,671 

(166.8%) 
7,596 

17,287 

(227.5%) 
7,599 

13,609 

(179.0%) 
7,599 

 短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0 ０ 0 

 福祉用具貸与 
48,235 

(116.8%) 
41,364 

51,027 

(118.5%) 
43,079 

55,360 

(127.2%) 
43,520 

 特定福祉用具販売 
2,349 

(88.1%) 
2,667 

2,438 

(99.1%) 
2,460 

2,337 

(95.0%) 
2,460 

 住宅改修 
6,785 

(57.5%) 
11,806 

6,609 

(56.0%) 
11,806 

5,613 

(52.5%) 
10,701 

 
定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
0 0 0 0 ０ 0 

 夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 
０ 

 
0 

 認知症対応型通所介護 0 0 1,384 0 3,907 0 

 小規模多機能型居宅介護 
62,419 

(73.0%) 
85,541 

64,613 

(76.8%) 
84,093 

60,339 

(71.8%) 
84,093 

 看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 0 0 

 介護予防支援・居宅介護支援 
72,750 

(104.7%) 
69,453 

72,665 

(106.2%) 
68,425 

77,787 

(115.8%) 
67,197 

在宅サービス給付費計 
634,073 

(101.0%) 
627,849 

652,682 

(104.7%) 
623,346 

671,526 

(109.5%) 
613,122 

合計 
1,487,855 

(101.5%) 
1,466,055 

1,512896 

(103.6%) 
1,459,823 

1,612,302 

(111.4%) 
1,447,793 

 

② 地域支援事業の実績値・計画値・対計画比 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

実績値 

（対計画比） 
計画値 

実績値 

（対計画比） 
計画値 

実績値 

（対計画比） 
計画値 

介護予防・日常生活支援 

総合事業費 

41,983 

(217.9％) 
19,265  

44,656 

(197.1％) 
22,660  

43,545 

(179.1%) 
24,316  

包括的支援事業・任意事業費 
39,379 

（99.2％） 
39,716  

38,189 

（81.3％） 
46,961  

43,363 

(85.3%) 
50,833  

地域支援事業費計 
81,362 

（137.9％） 
58,981  

82,845 

（119.0％） 
69,621  

86,908 

(115.6%) 
75,149  

 

  

（単位：千円） 
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２  介護保険サービスの給付見込み 

本計画期間である令和 3 年度（2021 年度）から令和 5 年度（2023 年度）までの３年間及

び令和７年度（2025年度）、令和 22年度（2040年度）に必要と見込まれる介護保険給付費及

び地域支援事業費は次のとおりです。 

 

① 介護予防サービス見込量及び給付費  ※給付費・回数は年あたり。人数は月あたり。（以下、同じ。） 

介護予防サービス 令和３年度 ４年度 ５年度 ７年度 22年度 

 

介護予防訪問入浴介護 給付費（千円） 0  0  0  0  0  

回数（回） 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

介護予防訪問看護 給付費（千円） 5,437  5,102  4,743  4,406  3,057  

回数（回） 147.0  137.7  129.3  120.0  82.8  

人数（人） 16  15  14  13  9  

介護予防訪問リハビリテーション 給付費（千円） 0  0  0  0  0  

回数（回） 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

介護予防居宅療養管理指導 給付費（千円） 221  221  221  221  111  

人数（人） 3  3  3  3  2  

介護予防通所リハビリテーション 給付費（千円） 6,696  6,233  6,009  5,543  3,695  

人数（人） 18  17  16  15  10  

介護予防短期入所生活介護 給付費（千円） 0  0  0  0  0  

回数（回） 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

介護予防短期入所療養介護（老健） 給付費（千円） 0  0  0  0  0  

回数（回） 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

介護予防短期入所療養介護 

（病院等） 

給付費（千円） 0  0  0  0  0  

回数（回） 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

介護予防短期入所療養介護 

(介護医療院) 

給付費（千円） 0  0  0  0  0  

回数（回） 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

介護予防福祉用具貸与 給付費（千円） 9,039  9,273  9,507  8,934  6,112  

人数（人） 80  82  84  79  54  

特定介護予防福祉用具販売 給付費（千円） 434  434  434  434  0  

人数（人） 2  2  2  2  0  

介護予防住宅改修 給付費（千円） 1,091  1,091  1,091  1,091  727  

人数（人） 3  3  3  3  2  

介護予防特定施設入居者生活介護 給付費（千円） 0  0  0  0  0  

人数（人） 0  0  0  0  0  
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地域密着型介護予防サービス 令和３年度 ４年度 ５年度 ７年度 22年度 

 

介護予防認知症対応型通所介護 給付費（千円） 0  0  0  0  0  

回数（回） 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

介護予防小規模多機能型居宅介護 給付費（千円） 0  0  0  0  0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

介護予防認知症対応型共同生活介護  給付費（千円） 0  0  0  0  0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

介護予防支援 給付費（千円） 5,319  5,430  5,537  5,161  3,548  

人数（人） 99  101  103  96  66  

合計 給付費（千円） 28,237  27,784  27,542  25,790  17,250  

 

② 介護サービス見込量及び給付費 

居宅サービス 令和３年度 ４年度 ５年度 ７年度 22年度 

 訪問介護 給付費（千円） 96,417  96,070  96,070  88,019  46,519  

回数（回） 2,727.1  2,713.6  2,713.6  2,485.8  1,335.3  

人数（人） 128  127  127  116  65  

訪問入浴介護 給付費（千円） 446  446  446  446  446  

回数（回） 3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  

人数（人） 1  1  1  1  1  

訪問看護 給付費（千円） 32,290  34,791  37,273  36,918  22,410  

回数（回） 680.7  731.6  782.5  775.1  473.3  

人数（人） 65  70  75  74  45  

訪問リハビリテーション 給付費（千円） 32  32  32  32  32  

回数（回） 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  

人数（人） 1  1  1  1  1  

居宅療養管理指導 給付費（千円） 8,478  8,923  9,363  9,280  5,612  

人数（人） 96  101  106  105  64  

通所介護 給付費（千円） 186,196  186,300  186,300  182,460  98,219  

回数（回） 2,078.4  2,078.4  2,078.4  2,030.2  1,106.5  

人数（人） 188  188  188  183  101  

通所リハビリテーション 給付費（千円） 41,959  41,543  38,414  37,975  24,729  

回数（回） 454.4  448.2  416.4  410.2  265.9  

人数（人） 62  61  57  56  36  

短期入所生活介護 給付費（千円） 70,763  70,802  69,639  65,141  32,051  

回数（回） 739.7  739.7  726.5  679.1  340.2  

人数（人） 47  47  46  43  22  

短期入所療養介護 

（老健） 

給付費（千円） 17,251  17,260  17,260  17,260  10,748  

回数（回） 152.0  152.0  152.0  152.0  94.6  

人数（人） 13  13  13  13  8  

短期入所療養介護 

（病院等） 

給付費（千円） 0  0  0  0  0  

回数（回） 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

短期入所療養介護 

(介護医療院) 

給付費（千円） 0  0  0  0  0  

回数（回） 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

福祉用具貸与 給付費（千円） 40,885  41,031  38,602  38,208  23,844  

人数（人） 261  261  247  243  152  
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居宅サービス 令和３年度 ４年度 ５年度 ７年度 22年度 

特定福祉用具販売 給付費（千円） 1,546  1,546  1,546  1,546  1,546  

人数（人） 4  4  4  4  4  

住宅改修 給付費（千円） 3,989  3,989  3,989  3,989  3,989  

人数（人） 6  6  6  6  6  

特定施設入居者生活介護 給付費（千円） 60,655  60,689  60,689  60,655  46,865  

人数（人） 27  27  27  27  21   
地域密着型サービス 令和３年度 ４年度 ５年度 ７年度 22年度 

 定期巡回・随時対応型訪問介護

看護 

給付費（千円） 0  0  0  0  0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

夜間対応型訪問介護 給付費（千円） 0  0  0  0  0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

地域密着型通所介護 給付費（千円） 13,120  13,127  13,127  13,127  7,668  

回数（回） 134.9  134.9  134.9  134.9  76.3  

人数（人） 20  20  20  20  11  

認知症対応型通所介護 給付費（千円） 3,403  3,405  3,405  3,403  3,405  

回数（回） 54.2  54.2  54.2  54.2  54.2  

人数（人） 3  3  3  3  2  

小規模多機能型居宅介護 給付費（千円） 63,420  63,456  63,456  63,420  31,448  

人数（人） 25  25  25  25  13  

認知症対応型共同生活介護 給付費（千円） 140,122  140,200  140,200  137,023  127,558  

人数（人） 45  45  45  44  41  

地域密着型特定施設入居者 

生活介護 

給付費（千円） 0  0  0  0  0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 

給付費（千円） 0  0  0  0  0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

看護小規模多機能型居宅介護 給付費（千円） 0  0  0  0  0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

施設サービス 令和３年度 ４年度 ５年度 ７年度 22年度 

 介護老人福祉施設 給付費（千円） 371,321  371,527  371,527  345,328  225,196  

人数（人） 115  115  115  107  70  

介護老人保健施設 給付費（千円） 220,571  223,768  226,517  222,934  213,469  

人数（人） 69  70  71  70  67  

介護医療院 

 

給付費（千円） 72,552  72,593  72,593  134,216  115,159  

人数（人） 16  16  16  30  25  

介護療養型医療施設 

 

給付費（千円） 74,190  74,231  74,231     

人数（人） 18  18  18    

居宅介護支援 給付費（千円） 70,780  70,523  66,809  65,621  41,482  

人数（人） 390  388  368  361  228  

合計 給付費（千円） 1,590,386  1,596,252  1,591,488  1,527,073  1,082,395  
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③ その他 

 令和３年度 ４年度 ５年度 ７年度 22年度 

特定入所者介護サービス費（千円） 71,941  66,444  63,904  61,226  39,578 

高額介護サービス等費（千円） 48,753  48,236  46,390  44,449  28,733 

審査支払手数料（千円） 1,604  1,593  1,532  1,468  949 

その他の費用計（千円） 122,298  116,273  111,826  107,143  69,260 

 

④ 地域支援事業 

 令和３年度 ４年度 ５年度 ７年度 22年度 

介護予防・日常生活支援総合事業費（千円） 43,348  42,378  40,910  38,205  26,169  

包括的支援事業（地域包括支援センターの

運営）及び任意事業費（千円） 
25,804  25,317  24,558  23,584  16,010  

包括的支援事業（社会保障充実分）（千円） 10,823  10,619  10,301  11,054  11,054  

地域支援事業費計（千円） 79,975  78,313  75,769  72,843  53,233 

 

⑤ 標準給付費等 

全体として費用規模は、毎年度およそ 18 億円～18 億２千万円規模で推移する見込みです。 

 令和３年度 ４年度 ５年度 ７年度 22年度 

 施設サービス費用（千円） 738,634  742,119  744,868  702,478  553,824 

居住系サービス費用（千円） 200,777  200,889  200,889  197,712  174,423 

在宅サービス費用（千円） 679,212  681,028  673,273  652,673  371,398 

その他の給付（千円） 122,298  116,273  111,826  107,143  69,260 

保険給付費計（千円） 1,740,921  1,740,309  1,730,856  1,660,006  1,168,905 

 地域支援事業費（千円） 79,975  78,313  75,769  72,843  53,233 

介護費用計（千円） 1,820,896  1,818,623  1,806,625  1,732,849  1,222,139 
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３  介護保険料の設定 

① 介護保険料の財源構成 

65 歳以上の方の介護保険料は、前述の介護保険給付費等の見込みをもとに算定を行います。 

介護保険給付費等に係る費用負担については、40歳以上の方が納める保険料で 50％、国・

県・町の公費で 50％を負担します。また、保険料割合 50％のうち、第８期の第１号被保険者

（65歳以上の方）の負担割合は 23％、第２号被保険者（40～64歳の医療保険加入者）の負

担割合は 27％となっています。 

この他、高齢化や住民の所得の状況によって交付される調整交付金があります。本町の現況

より、国の負担割合は 25％以上となり、その分第 1 号被保険者の保険料の軽減が見込まれま

す。 

介護給付費の標準的な負担構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

介護給付費 

（居宅分） 

介護給付費 

（施設分） 

地域支援事業費 

（介護予防・日常生活支援総合事業） 

地域支援事業費 

（包括的支援事業・任意事業分） 

令和 3年度から令和 5年度までの第１号被保険者負担率→23％ 

第２号被保険者負担率→27％ 

＊第７期と同じ負担割合 
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② 介護保険料への影響要因 

前述の介護保険サービスの利用量自体は、横ばいか微増減とみられるものが多く、それだけ

ならば介護保険料は大きく変化はしないものとみられます。 

しかしながら、サービス利用量以外にも介護保険料に影響する要因があります。本計画にお

いては、次のような要因と影響が考えられます。 

 

【第８期介護保険料に影響する主な要因（概算）】 

要 因 影響割合 影響推計額 

第７期計画期間の介護保険料基準額   6,200円 

サービス等の利用増加による費用増加 5.1％ 318 円 

高齢者人口の減少による費用負担額増加 6.4％ 394 円 

介護報酬改定 0.61％ 38 円 

合計 750 円 

 

本表はあくまでも概算ですが、本町のサービス利用等による費用は増加傾向にあります。し

かしそれ以上に第 1 号被保険者の減少による影響のほうが大きく、本計画期間の給付費は増加

する見込みとなります。 

本町としては、準備基金活用等で可能な限り介護保険料を抑制しながらも、介護保険事業の

持続的運営を最優先に考え、適切な設定を検討していきます。 

 

③ 保険料収納額必要額の算出 

保険料収納必要額は、次の通りです。  

単位：千円 

 令和３年度 ４年度 ５年度 合計 

費用合計                （Ａ） 1,820,896  1,818,623  1,806,625  5,446,143 

第１号被保険者負担分相当額 

（Ａ×23％） 
（Ｂ） 418,806  418,283  415,524  1,252,613 

調整交付金相当額 

（Ｂ×５％） 
（Ｃ） 89,213  89,134  88,588  266,936 

調整交付金見込み割合 （Ｄ） 14.67% 14.54% 14.16%  

調整交付金見込み額 

（Ａ※×Ｄ） 
（Ｅ） 261,752  259,203  250,882  771,837  

準備基金取り崩し額 （Ｆ）  ８,550 

保険料収納必要総額 

（Ｂ＋Ｃ－Ｅ－Ｆ） 
  730,162 

※費用のうち、介護給付費と介護予防・日常生活支援総合事業 
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④ 介護保険料の算出 

第７期計画期間の所得段階別人数（９段階）の実績をもとに、令和 3年度（2021年度）から

令和 5年度（2023年度）までの所得段階別人数を推計しました。 

所得段階別の第１号被保険者数の見込み 

単位：人 

所得段階 
被保険者数（人） 

令和３年度 ４年度 ５年度 

第１段階 1,154  1,133  1,099  

第２段階 702  688  668  

第３段階 480  471  457  

第４段階 230  226  219  

第５段階 334  328  318  

第６段階 385  377  366  

第７段階 287  281  273  

第８段階 91  89  86  

第９段階 44  44  42  

合 計 3,707  3,637  3,528  

所得段階別加入者割合 

補正後被保険者数※ 

3,051  2,993  2,903  

8,947 

※負担額をもとに人口を再算定したもの。 

 

実績をもとに保険料収納率 99.0%と考えると、所得段階別加入者割合補正後被保険者数のう

ちの 99.0%で保険料収納必要額をまかなう必要があることを踏まえ、第８期の第 1号被保険者

の介護保険料基準額（月額）を次のように算出しました。 

前ページで試算した 750 円のうち、準備基金を活用して 80円を抑制するため、第 7期計画

からは 670円の増加となります。 

 

平成30年度～令和２年度  令和３年度～令和５年度 

6,200円（月額）  6,870円（月額） 

74,400円（年額）  82,400円（年額） 

※年額は 100 円未満の端数切捨て。 
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⑤ 所得段階別保険料額 

算定された保険料基準額をもとにした所得段階別の介護保険料は次のとおりとなります。 

 

所得段階 対象者 
標準 

割合 

年間 

保険料

（円） 

第１段階 

生活保護を受けている方 

老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の方 

世帯全員が町民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金

収入額の合計が 80万円以下の方 

0.30 

（0.50） 

24,700 

（41,200） 

第２段階 
世帯全員が町民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金

収入額の合計が 80万円を超え 120万円以下の方 

0.50 

（0.75） 

41,200 

（61,800） 

第３段階 
世帯全員が町民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金

収入額の合計が 120万円を超える方 

0.70 

（0.75） 

57,700 

（61,800） 

第４段階 
本人は町民税非課税で、かつ、前年の合計所得金額と課税年金収入

額が 80万円以下の方で、世帯員に町民税課税者がいる方 
0.90 74,100 

第５段階 

(基準額) 

本人は町民税非課税で、かつ、前年の合計所得金額と課税年金収入

額が 80万円を超える方で、世帯員に町民税課税者がいる方 
1.00 82,400 

第６段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が 120万円未満の方 1.20 98,900 

第７段階 
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が 120万円以上 210万円

未満の方 
1.30 107,100 

第８段階 
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が 210万円以上 320万円

未満の方 
1.50 123,600 

第９段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が 320万円以上の方 1.70 140,100 

※（ ）は、消費税を財源とする国の軽減措置を除いた金額。 

※年間保険料は 100 円未満の端数切捨て。 
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第６章 計画の推進 

本計画は、基底となる自立（自律）支援の考え方に沿って、推進することとします。 

それは、給付の抑制を第一に考えるのではなく、高齢者本人の意志のもとで、必要な支援・サー

ビスを選択・提供できるための“地域づくり”・“人づくり”を進めることであり、本計画に位置付

けた施策・事業はすべてそのためのものです。 

本計画の進捗・成果及び課題については、地域包括ケア推進会議にて定期的に報告を行い、必要

に応じて対応を協議し、久万高原町版地域包括ケアの推進を図っていきます。 

 

  



63 

資料編 

１ 介護保険サービスごとの実績と見込み 

①居宅サービス 

・訪問介護 

ホームヘルパー（訪問介護員）が家庭を訪問し、食事、入浴、排せつ 等の身体介助や炊事、掃

除等の生活援助を行うサービスです。 

在宅サービスの中でも利用の多いサービスであり、利用者は増加傾向にあります。それを踏ま

え、第 8 期計画期間中は令和 2 年度（2020 年度）の実績見込みの水準で推移するものと見込

んでいます。 

介護予防訪問介護はすでに地域支援事業に移行しています。 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問介護 

給付費(千円) 89,000  91,618  94,923  96,417  96,070  96,070  

回数(回) 2,710.6  2,654.2  2,666.3  2,727.1  2,713.6  2,713.6  

人数(人) 128  128  128  128  127  127  

 

 

 

※給付費・回数は年あたり。人数は月あたり。（以下、同じ。） 

 

 

  

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

訪問介護 

給付費(千円) 88,019  46,519  

回数(回) 2,485.8  1,335.3  

人数(人) 116  65  
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・訪問入浴介護 

簡易浴槽等を積んだ移動入浴車等により居宅を訪問し、入浴の介護を行うサービスです。 

介護度が高く外出ができない方の利用に限られるため、利用希望者が少なく、今後は令和元年

度（2019年度）程度の利用を見込みます。 

現在、町内にサービス提供事業者はいませんが、利用希望が発生した場合にスムーズな対応が

できるよう町外事業者の確保に努めます。 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問入浴介護 

給付費(千円) 1,634  330  55  446  446  446  

回数(回) 10.0  2.0  1.0  3.0  3.0  3.0  

人数(人) 2  1  1  1  1  1  

介護予防 

訪問入浴介護 

給付費(千円) 41  0  0  0  0  0  

回数(回) 0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

人数(人) 0  0  0  0  0  0  

 

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

訪問入浴介護 

給付費(千円) 446  446  

回数(回) 3.0  3.0  

人数(人) 1  1  

介護予防 

訪問入浴介護 

給付費(千円) 0  0  

回数(回) 0.0  0.0  

人数(人) 0  0  
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・訪問看護 

病院・診療所又は訪問看護ステーションの看護師等が居宅を訪問して、療養上の世話や必要な

診療の補助を行うサービスです。 

要介護者の重度化傾向により、利用者数が増加しています。直近の利用率をもとに、利用者数、

給付費を見込んでいます。 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問看護 

給付費(千円) 23,935  27,928  33,407  32,290  34,791  37,273  

回数(回) 541.1  601.3  823.5  680.7  731.6  782.5  

人数(人) 53  60  78  65  70  75  

介護予防 

訪問看護 

給付費(千円) 2,310  4,930  5,975  5,437  5,102  4,743  

回数(回) 63.8  135.5  333.0  147.0  137.7  129.3  

人数(人) 10  16  36  16  15  14  

 

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

訪問看護 

給付費(千円) 36,918  22,410  

回数(回) 775.1  473.3  

人数(人) 74  45  

介護予防 

訪問看護 

給付費(千円) 4,406  3,057  

回数(回) 120.0  82.8  

人数(人) 13  9  
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・訪問リハビリテーション 

理学療法士又は作業療法士が居宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図るために必要なリハ

ビリテーションを行うサービスです。 

直近の利用率をもとに、見込んでいます。 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問リハビリテ

ーション 

給付費(千円) 177  108  210  32  32  32  

回数(回) 5.5  3.6  6.0  1.0  1.0  1.0  

人数(人) 2  1  1  1  1  1  

介護予防 

訪問リハビリテ

ーション 

給付費(千円) 86  0  0  0  0  0  

回数(回) 2.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

人数(人) 0  0  0  0  0  0  

 

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

訪問リハビリテ

ーション 

給付費(千円) 32  32  

回数(回) 1.0  1.0  

人数(人) 1  1  

介護予防 

訪問リハビリテ

ーション 

給付費(千円) 0  0  

回数(回) 0.0  0.0  

人数(人) 0  0  
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・居宅療養管理指導 

医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。 

直近の利用率をもとに見込んでいます。 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居宅療養管理 

指導 

給付費(千円) 6,793  7,854  8,762  8,478  8,923  9,363  

人数(人) 85  92  108  96  101  106  

介護予防居宅療

養管理指導 

給付費(千円) 359  321  110  221  221  221  

人数(人) 4  3  1  3  3  3  

 

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

居宅療養管理 

指導 

給付費(千円) 9,280  5,612  

人数(人) 105  64  

介護予防居宅療

養管理指導 

給付費(千円) 221  111  

人数(人) 3  2  

 

 

・通所介護 

デイサービスセンター等への通所により、日常動作訓練、入浴、食事等を提供するサービスで

す。在宅サービスの中でも利用の多いサービスであり、利用者は増加傾向にあります。令和 2年

度（2020年度）の水準で推移するものと見込みます。 

また、介護予防通所介護はすでに地域支援事業に移行しています。 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

通所介護 

給付費(千円) 174,568  174,942  185,612  186,196  186,300  186,300  

回数(回) 1,953.0  1,958.0  2,000.0  2,078.4  2,078.4  2,078.4  

人数(人) 196  190  191  188  188  188  

 

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

通所介護 

給付費(千円) 182,460  98,219  

回数(回) 2,030.2  1,106.5  

人数(人) 183  101  
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・通所リハビリテーション 

介護老人保健施設や病院、診療所への通所により、心身の機能維持・回復のために必要なリハ

ビリテーション等を行うサービスです。 

第７期計画期間中の実績は増加がみられました。令和 2 年度（2020 年度）の水準で推移す

るものと見込みます。 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

通所リハビリテ

ーション 

給付費(千円) 38,369  37,760  39,174  41,959  41,543  38,414  

回数(回) 431.5  418.3  454.4  454.4  448.2  416.4  

人数(人) 60  59  60  62  61  57  

介護予防通所リハ

ビリテーション 

給付費(千円) 5,310  6,223  6,674  6,696  6,233  6,009  

人数(人) 17  18  18  18  17  16  

 

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

通所リハビリテ

ーション 

給付費(千円) 37,975  24,729  

回数(回) 410.2  265.9  

人数(人) 56  36  

介護予防通所リハ

ビリテーション 

給付費(千円) 5,543  3,695  

人数(人) 15  10  
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・短期入所生活介護 

介護老人福祉施設等に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話

及び機能訓練を行うサービスです。直近の利用率をもとに見込んでいます。 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

短期入所 

生活介護 

給付費(千円) 68,373  69,683  65,364  70,763  70,802  69,639  

回数(回) 728.5  744.1  771.5  739.7  739.7  726.5  

人数(人) 50  48  45  47  47  46  

介護予防 

短期入所 

生活介護 

給付費(千円) 0  38  0  0  0  0  

回数(回) 0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  

人数(人) 0  0  0  0  0  0  

 

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

短期入所 

生活介護 

給付費(千円) 65,141  32,051  

回数(回) 679.1  340.2  

人数(人) 43  22  

介護予防 

短期入所 

生活介護 

給付費(千円) 0  0  

回数(回) 0.0  0.0  

人数(人) 0  0  
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・短期入所療養介護 

介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所し、医学的管理のもとで、看護、介護、

機能訓練、日常生活上の世話を行うサービスです。直近の利用率をもとに見込んでいます。 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

短期入所 

療養介護 

給付費(千円) 12,671  17,287  13,609  17,251  17,260  17,260  

回数(回) 121.3  156.9  96.7  152.0  152.0  152.0  

人数(人) 10  14  13  13  13  13  

介護予防 

短期入所 

療養介護 

給付費(千円) 0  0  0  0  0  0  

回数(回) 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

人数(人) 0  0  0  0  0  0  

 

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

短期入所 

療養介護 

給付費(千円) 17,260  10,748  

回数(回) 152.0  94.6  

人数(人) 13  8  

介護予防 

短期入所 

療養介護 

給付費(千円) 0  0  

回数(回) 0.0  0.0  

人数(人) 0  0  

 

・福祉用具貸与 

在宅での介護に必要な福祉用具（車いす、特殊ベッド等）の貸与（レンタル）を行うサービス

です。直近の利用率をもとに見込んでいます。 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

福祉用具貸与 
給付費(千円) 41,129  42,225  45,265  40,885  41,031  38,602  

人数(人) 269  258  265  261  261  247  

介護予防 

福祉用具貸与 

給付費(千円) 7,106  8,803  10,095  9,039  9,273  9,507  

人数(人) 66  77  89  80  82  84  

 

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

福祉用具貸与 
給付費(千円) 38,208  23,844  

人数(人) 243  152  

介護予防 

福祉用具貸与 

給付費(千円) 8,934  6,112  

人数(人) 79  54  
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・特定福祉用具購入費 

在宅での介護に必要な福祉用具（腰かけ便座、入浴用いす等）の購入費を支給するサービスで

す。直近の利用率をもとに見込んでいます。 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

特定福祉用具 

購入費 

給付費(千円) 1,862  1,959  1,964  1,546  1,546  1,546  

人数(人) 4  5  5  4  4  4  

特定介護予防 

福祉用具購入費 

給付費(千円) 487  478  373  434  434  434  

人数(人) 2  2  1  2  2  2  

 

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

特定福祉用具 

購入費 

給付費(千円) 1,546  1,546  

人数(人) 4  4  

特定介護予防 

福祉用具購入費 

給付費(千円) 434  0  

人数(人) 2  0  

 

・住宅改修費 

在宅での介護に必要な住宅改修費（手すりの取り付けや段差の解消等）を支給するサービスで

す。直近の利用率をもとに見込んでいます。 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

住宅改修費 
給付費(千円) 4,133  3,861  3,754  3,989  3,989  3,989  

人数(人) 3  4  4  6  6  6  

介護予防 

住宅改修費 

給付費(千円) 2,652  2,748  1,859  1,091  1,091  1,091  

人数(人) 3  3  2  3  3  3  

 

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

住宅改修費 
給付費(千円) 3,989  3,989  

人数(人) 6  6  

介護予防 

住宅改修費 

給付費(千円) 1,091  727  

人数(人) 3  2  
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・特定施設入居者生活介護 

有料老人ホームや軽費老人ホームの入所者である要介護者又は要支援者について、施設の特定

施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護や生活に関する相談・助言、機能訓練・

療養上の世話を行うサービスです。現在、町内に事業所はなく、すべて町外の事業所利用となっ

ています。直近の利用率をもとに見込んでいます。 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

特定施設入居者 

生活介護 

給付費(千円) 39,179  47,254  62,570  60,655  60,689  60,689  

人数(人) 18  21  30  27  27  27  

介護予防特定施設

入居者生活介護 

給付費(千円) 711  1,024  677  0  0  0  

人数(人) 1  1  1  0  0  0  

 

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

特定施設入居者 

生活介護 

給付費(千円) 60,655  46,865  

人数(人) 27  21  

介護予防特定施設

入居者生活介護 

給付費(千円) 0  0  

人数(人) 0  0  

 

 

②地域密着型サービス 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と

訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回訪問と随時の対応を行うサービスです。 本

町においては、現在のところ利用者のニーズが少なく、参入を予定する事業者もないことから給

付を見込んでいません。 

 

・夜間対応型訪問介護 

重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、夜間帯に訪問介護員（ホームヘル

パー）が利用者の自宅を訪問するサービスです。 本町においては、現在のところ利用者のニーズ

が少なく、参入を予定する事業者もないことから給付を見込んでいません。 
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・地域密着型通所介護 

利用者が地域密着型通所介護の施設（利用定員 19人未満のデイサービスセンターなど）に通

い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サー

ビスなどを日帰りで提供します。直近の利用率をもとに見込んでいます。 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域密着型 

通所介護 

給付費(千円) 17,908  14,928  12,308  13,120  13,127  13,127  

回数(回) 181.1  155.3  134.9  134.9  134.9  134.9  

人数(人) 19  18  19  20  20  20  

 

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

地域密着型 

通所介護 

給付費(千円) 13,127  7,668  

回数(回) 134.9  76.3  

人数(人) 20  11  

 

・認知症対応型通所介護 

認知症の状態にある要介護者に対し、グループホームや通所施設において、入浴、排せつ、食

事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練等を行うサービスです。直近の利用率をもとに見込ん

でいます。 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症対応型 

通所介護 

給付費(千円) 0  1,384  3,907  3,403  3,405  3,405  

回数(回) 0.0  20.4  20.4  54.2  54.2  54.2  

人数(人) 0  1  4  3  3  3  

介護予防認知症 

対応型通所介護 

給付費(千円) 0  0  0  0  0  0  

回数(回) 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

人数(人) 0  0  0  0  0  0  

 

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

認知症対応型 

通所介護 

給付費(千円) 3,405  3,405  

回数(回) 54.2  54.2  

人数(人) 3  2  

介護予防認知症 

対応型通所介護 

給付費(千円) 0  0  

回数(回) 0.0  0.0  

人数(人) 0  0  
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・小規模多機能型居宅介護 

小規模な住宅型の施設で、通いを中心として居宅への訪問や短期間の宿泊を組み合わせ、入浴、

排せつ、食事等の介護、機能訓練を行うサービスです。直近の利用率をもとに利用者を見込んで

います。 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

小規模多機能型

居宅介護 

給付費(千円) 62,419  64,613  60,339  63,420  63,456  63,456  

人数(人) 24  26  23  25  25  25  

介護予防小規模多

機能型居宅介護 

給付費(千円) 0  0  0  0  0  0  

人数(人) 0  0  0  0  0  0  

 

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

小規模多機能型

居宅介護 

給付費(千円) 63,420  31,448  

人数(人) 25  13  

介護予防小規模多

機能型居宅介護 

給付費(千円) 0  0  

人数(人) 0  0  

 

・認知症対応型共同生活介護 

認知症の状態にある要介護者に対し、少人数で共同生活を営みながら、入浴、排せつ、食事等

の介護や日常生活上の世話、機能訓練等を行うサービスです。 

現在の利用実績をもとに横ばいで見込んでいます。予防給付はこれまで利用がなかったため、

今後も利用を見込んでいません。 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症対応型 

共同生活介護 

給付費(千円) 132,248  131,984  139,549  140,122  140,200  140,200  

人数(人) 44  43  44  45  45  45  

介護予防認知症対

応型共同生活介護 

給付費(千円) 0  0  0  0  0  0  

人数(人) 0  0  0  0  0  0  

 

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

認知症対応型 

共同生活介護 

給付費(千円) 137,023  127,558  

人数(人) 44  41  

介護予防認知症対

応型共同生活介護 

給付費(千円) 0  0  

人数(人) 0  0  
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・地域密着型特定施設入居者生活介護 

指定を受けた入居定員 30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴など

の日常生活上の支援や、機能訓練などを提供するサービスです。本町においては、現在のところ

利用者のニーズが少なく、参入を予定する事業者もないことから給付を見込んでいません。 

 

・地域密着型介護老人施設入所者生活介護 

入所定員 30人未満の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）が、常に介護が必要な方の入

所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供する

サービスです。本町においては、現在のところ利用者のニーズが少なく、参入を予定する事業者

もないことから給付を見込んでいません。 

 

・看護小規模多機能型居宅介護 

利用者自身が持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活

を支援し心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すサービスです。本町におい

ては、現在のところ利用者のニーズが少なく、参入を予定する事業者もないことから給付を見込

んでいません。 

 

 

③施設サービス 

・介護老人福祉施設 

常時介護が必要で、在宅生活が困難な要介護者に、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せ

つ、食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うサービスで

す。給付費は横ばいに推移すると見込みます。 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護老人福祉 

施設 

給付費(千円) 355,438  352,695  368,289  371,321  371,527  371,527  

人数(人) 115  114  115  115  115  115  

 

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

介護老人福祉 

施設 

給付費(千円) 345,328  225,196  

人数(人) 107  70  
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・介護老人保健施設 

症状安定期にある要介護者に、施設サービス計画に基づいて看護、医学的管理の下における介

護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うサービスです。給付費は横ば

いに推移すると見込みます。 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護老人保健 

施設 

給付費(千円) 212,872  207,389  219,267  220,571  223,768  226,517  

人数(人) 70  68  68  69  70  71  

 

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

介護老人保健 

施設 

給付費(千円) 222,934  213,469  

人数(人) 70  67  

 

・介護医療院 

長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りや

ターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設です。既存の介

護療養型医療施設からの転換を見込みます。 

令和５年度（2023年度）末をもって、介護療養型医療施設が介護保険制度から廃止されるた

め、町内の介護療養型医療施設はすべて介護医療院に転換するものとして見込みます。 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護医療院 
給付費(千円) 0  1,264  73,359  72,552  72,593  72,593  

人数(人) 0  0  17  16  16  16  

 

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

介護医療院 
給付費(千円) 134,216  115,159  

人数(人) 30  25  
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・介護療養型医療施設 

症状安定期にあり長期療養が必要な要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医

学的管理の下における介護及び機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の世話を行うサービス

です。 

令和５年度（2023年度）末をもって、介護療養型医療施設が介護保険制度から廃止されるた

め、町内の介護療養型医療施設はすべて介護医療院に転換するものとして見込みます。 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護療養型医療 

施設 

給付費(千円) 113,334  118,603  77,065  74,190  74,231  74,231  

人数(人) 31  32  16  18  18  18  

 

 

④居宅介護支援／介護予防支援 

居宅サービス等を適切に利用できるようサービスの種類、内容等を定めた計画（ケアプラン）

を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整や必要な支援を行うサービスです。認定者

数の推計に基づいて見込んでいます 

 

サービス名 単位 

第 7 期計画実績 第 8 期計画見込み 

平成 30 年度 令和元年度 
令和 2 年度 
（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居宅介護支援 
給付費(千円) 68,253  67,495  72,014  70,780  70,523  66,809  

人数(人) 393  383  396  390  388  368  

介護予防支援 
給付費(千円) 4,496  5,171  5,773  5,319  5,430  5,537  

人数(人) 85  97  114  99  101  103  

 

サービス名 単位 令和７年度 令和 22 年度 

居宅介護支援 
給付費(千円) 65,621  41,482  

人数(人) 361  228  

介護予防支援 
給付費(千円) 5,161  3,548  

人数(人) 96  66  
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２ 久万高原町介護保険事業計画等策定検討委員会条例 

平成１６年８月１日 

条例第１２５号 

 （設置） 

第１条 介護保険事業に係る保険給付が円滑に実施されるための介護保険事業計画（以下「計

画」という。）の策定及び老人保健福祉計画（以下「福祉計画」という。）の見直しを一体的

に検討するため、久万高原町介護保険事業計画等策定検討委員会（以下「委員会」という。）

を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告する。 

（１） 高齢者の現状及び介護給付の現状の分析に関すること。 

（２） 介護給付の目標年次及び目標量の設定に関すること。 

（３） 介護サービス供給体制の整備に関すること。 

（４） 第１号被保険者保険料額に関すること。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、計画の策定及び福祉計画の見直しに関して必要な事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１３人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。 

（１） 町職員 

（２） 被保険者代表 

（３） 費用負担関係者 

（４） 福祉関係者 

（５） 保健・医療関係者 

（６） 学識経験のある者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長を１人置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、町長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。 
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附 則 

この条例は、平成１６年８月１日から施行する。 
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３ 久万高原町高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画策定検討委員会委員名簿 

 

敬称略・順不同  

番号 氏   名 所   属 備  考 

１  熊 代 祐 己 
久万高原町議会 

総務文教厚生常任委員長 
公益代表 

２ ◎ 豊 田 茂 樹 みかわクリニック院長 保健・医療関係者 

３ ○ 松 木 克 之 久万高原町立病院院長 保健・医療関係者 

４  竹 内 泰 子 久万保健センター班長 保健・医療関係者 

５  重 藤 博 文 
特別養護老人ホーム 

久万の里施設長 
福祉関係者 

６  上 野 雅 樹 
㈱エル・シー・エヌ 

代表取締役 
福祉関係者 

７  木 山 洋 子 費用負担者家族代表 費用負担関係者(居宅サービス) 

８  渡 邉 寿 仁 費用負担者家族代表 費用負担関係者(施設サービス) 

９  長 山 フミ子 被保険者 被保険者代表 

10  田 野 典 孝 被保険者 被保険者代表 

11  堀   秀 夫 被保険者 被保険者代表 

12  西 森 建 次 保健福祉課長 町職員 

     ◎ 会長  ○ 副会長                
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４ 策定経過 

実施日時等 実施内容 

平成 31年 3月～令和 2年 5月 ・在宅介護実態調査の実施 

令和 2年 3月～令和 2年 5月 ・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施 

令和 2年 11月 16日（金） 

午後 6時 30分～ 

久万高原町役場大会議室 

第 1回 計画策定検討委員会 

・介護保険制度改正に係る国の動向と事業計画策定方針について 

・高齢者の現状及び介護給付の分析について 

・介護予防日常生活圏域ニーズ調査等の結果報告について 

・その他 

令和 3年 2月 5日（金） 

午後 6時 30分～ 

久万高原町役場大会議室 

第２回 計画策定検討委員会 

・計画書素案について 

・介護保険の運営について 

・その他 

令和 3年２月 15日 

～令和３年３月 1日 
・パブリックコメントの実施 

令和 3年 3月 4日（木） 

午後 6時 30分～ 

上浮穴産業文化会館研修室 

第３回 計画策定検討委員会 

・計画書最終素案について 

・計画書の承認について 

・その他 
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５ 用語説明 

用語 説明 

あ 行 

一般介護予防 要支援者等も参加できる住民運営の通いの場の充実等、すべての高齢者が介護予防

に取り組みやすい環境づくりを進めるための事業。介護予防把握事業、介護予防普及

啓発事業等。 

運動器 骨・関節・筋肉・神経など身体を動かす組織・器官の総称。 

ＮＰＯ 

（エヌピーオー） 

Non-Profit Organizationの略。民間の非営利組織で、ボランティア団体等の住民活動

団体や公益を目的とした公益法人、社会福祉法人、医療法人、福祉公社等の営利を

目的としない団体。 

か 行 

介護医療院 今後、増加が見込まれる慢性的な医療的・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医

学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」と

しての機能を兼ね備えた、新たに創設された介護保険施設。 

介護給付 要介護状態と認定された被保険者に提供される介護サービス、介護に関わる費用の支

給のこと。５段階の給付区分があり、訪問介護・訪問入浴・訪問リハビリテーション・訪問

看護などの居宅サービスや、介護保険施設を利用した施設サービス、市町村が行う地

域密着型サービスなどがある。 

介護保険サービス 介護保険制度では、居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービ

ス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援をいう。 

介護支援専門員 「ケアマネジャー」参照。 

介護者 要支援・要介護認定者を介護する人。 

介護保険施設 介護保険法に基づいて都道府県知事の指定を受けた、介護保険サービスが利用可能

な施設。介護保険施設には、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保

健施設（老人保健施設）、介護療養型医療施設、介護医療院がある。 

介護予防 高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止

を目的として行うもの。 

介護予防支援 要支援１・２の認定者が、介護予防サービス等を適切に利用できるよう、ケアプラン（介

護予防サービス計画）の作成、サービス事業所等との連絡調整などを行う。 

介護予防・生活支

援サービス事業 

市町村が主体となって実施する地域支援事業のひとつ。要支援者等に対し、訪問型サ

ービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス等。 

介護予防・日常生

活支援総合事業 

市町村の判断で利用者の状態・意向を踏まえ、介護予防、生活支援（配食・見守り

等）、権利擁護、社会参加も含めて総合的で多様なサービスを提供する事業。 

介護療養型医療

施設 

慢性疾患を有し、長期の療養が必要な要介護認定者のために、介護職員が手厚く配置

された医療機関（施設）。病状は安定していても自宅での療養生活は難しいという人が

入所して、必要な医療サービス、日常生活における介護、リハビリテーションなどを受ける

ことができる。 
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用語 説明 

介護老人福祉施

設（特別養護老人

ホーム） 

寝たきりや認知症などで、常に介護が必要で自宅での生活が難しい要介護認定者のた

めの施設。入所により、食事・入浴・排せつなどの介護、機能訓練、健康管理、療養上

の支援などが受けられる。介護保険法では介護老人福祉施設、老人福祉法では特別

養護老人ホームと呼ばれている。 

介護老人保健施

設 

（老人保健施設） 

入所者に対してリハビリテーションなどの医療サービスを提供し、家庭への復帰を目指す

施設。利用者の状態に合わせたケアプラン（施設サービス計画）に基づき、医学的管理

のもとで、看護、リハビリテーション、食事・入浴・排せつといった日常生活上の介護など

を併せて受けることができる。 

看護小規模多機

能型居宅介護 

地域密着型サービスのひとつで、「小規模多機能型居宅介護」と「訪問看護」を組み合

わせたサービス。家庭的な環境のもとに行う、通い・訪問・宿泊のサービスを提供する。

※旧名称「複合型サービス」。 

キャラバン・メイト 認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」を開催し、講師役を務める

人。キャラバン・メイトになるためには所定のキャラバン・メイト研修を受講し登録する必要

がある。 

居宅介護支援 居宅サービス等を適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等を定めたケアプラン

（居宅サービス計画）を作成するとともに、サービス事業者等と連絡調整その他の便宜を

行う。介護保険施設へ入所する場合は施設への紹介等を行う。 

居宅療養管理指

導 

医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が在宅で介護を受ける人の家庭を訪問し、

薬の服用についてのアドバイスや栄養面での指導、歯の衛生管理のために歯磨き指導

や入れ歯の洗浄など、日常の健康管理チェックを行うこと。 

ケアプラン 要介護認定者等が介護サービスを適切に利用できるよう、心身の状況、生活環境等を

勘案し、サービスの種類・内容・担当者等を定めた計画。 

ケアマネジメント 要支援・要介護認定者等に対し、個々のニーズや状態に則して保健・医療・介護・福祉

にわたる介護サービスが総合的、一体的、効率的に提供されるサービス体系を確立す

るための機能をいう。介護保険制度で位置付けられている機能。 

ケアマネジャー ケアマネジメントの機能を担うために厚生労働省令で定められた専門家のことで、要支

援・要介護認定者本人やその家族の希望を聞きながら、どのような介護が必要かを検

討し給付限度額を目安に、ケアプランを作成する。サービスの利用について介護サービ

ス事業者との調整を行い、また、ケアプランの継続的な管理や評価を行う。 

健康寿命 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。現在では、単に

寿命の延伸だけでなく、この健康寿命をいかに延ばすかが大きな課題となっている。 

権利擁護 認知症高齢者や知的障がい者等で判断能力が十分でない人に対して、福祉サービス

の利用援助や金銭管理等の援助などを行うこと。 

後期高齢者 75歳以上の高齢者。 

コーホート 同じ年（又は同じ期間）に生まれた人々の集団のこと。人口推計に用いる方法に「コーホ

ート要因法」や「コーホート変化率法」がある。 

高齢化率 高齢者の人口比率。65歳以上の人口を総人口で除した比率のこと。 
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用語 説明 

高齢者虐待 高齢者の心身に傷を負わせる人権侵害の行為を意味する。殴る蹴るなどの身体的虐

待、ののしる・無視するなどの心理的虐待、食事を与えないなどの介護や世話の放棄・

放任、財産を勝手に使うなどの経済的虐待、性的虐待がある。 

さ 行 

サービス付き高齢

者向け住宅 

バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して生活を支援するサービスを提供する高

齢者向けの民間賃貸住宅。 

社会的包摂 社会的に弱い立場にある人々も含め、一人ひとりの住民を、排除や摩擦、孤独や孤立

から援護し、社会（地域社会）の一員として取り込み、支え合う考え方。 

社会福祉協議会 社会福祉の増進を図るために組織された民間団体で、社会福祉の基本的な事項を定

めている社会福祉法に規定されている。地域福祉事業推進の中心的役割を担ってい

る。 

社会福祉士 社会福祉士国家試験に合格し、厚生労働省から認可を受けた専門職。日常生活を営

むのに支障がある人の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を担う。 

住宅改修 手すり取り付け、段差解消、滑り止め、和式便器から洋式便器への取り換え等住宅改修

を行った場合に改修費を支給。 

縦覧点検 利用者や患者のレセプトを、事業所単位で複数月にわたって照合確認すこと。 

小規模多機能型

居宅介護 

利用者の在宅で、又は利用者がサービス拠点に通ったり、短期間宿泊したりして、提供

される食事・入浴・排せつなどの介護、その他の日常生活を送る上で必要となる支援な

どや機能訓練をいう。 

シルバー人材セン

ター 

高齢者に対して、生きがいづくりや技能の活用等を目的に、地域社会での臨時的・短期

的な仕事を提供するために設立された団体。 

生活支援コーディ

ネーター 

高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的とし、地域におい

て、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす人。 

生活習慣病 食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾

患群。 

成年後見制度 認知症等のために判断能力が不十分であると家庭裁判所が認めた場合に、成年後見

人等が財産管理等を行い、本人を保護・支援する制度。 

前期高齢者 65歳以上 75歳未満の高齢者。 

た 行 

第１号被保険者 介護保険制度における被保険者のうち、市町村の区域内に住所を有する 65 歳以上の

住民。 

第２号被保険者 介護保険制度における被保険者のうち、市町村の区域内に住所を有する 40歳以上65

歳未満の医療保険加入者。 

短期入所生活介

護（ショートステイ） 

特別養護老人ホーム等の施設で短期間生活してもらい、入浴、排せつ、食事などの介

護、その他の日常生活を送る上で必要となるサービス及び機能訓練を行う。 

短期入所療養介

護（ショートケア） 

介護老人保健施設、介護療養型医療施設で短期入所し、介護予防を目的として、看

護、医学的管理のもとに介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の支援を行

う。 
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用語 説明 

地域共生社会 制度・分野ごとの縦割りや支え手・受け手という関係を超えて、地域住民や地域の多様

な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとり

の暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく社会。 

地域ケア会議 保健・医療・介護・福祉等の多職種が協働して、高齢者個人に対する支援の充実や高

齢者に対する支援とそれを支える社会基盤の整備を同時に進めるための会議。 

地域支援事業 介護保険制度において、被保険者が要介護状態や要支援状態となることを予防すると

ともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常

生活を営むことができるよう支援するため、市町村が行う事業。「介護予防・日常生活支

援総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」からなる。 

地域包括ケアシス

テム 

介護が必要になった高齢者も、住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるように、医

療・介護・介護予防・生活支援・住まい等の５つの分野で一体的に受けられる支援体制

のこと。 

地域包括支援セ

ンター 

地域における高齢者の心身の健康保持や生活の安定のために必要な援助を行うことを

目的として設けられた施設。 

主な業務は、①包括的支援事業（介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業

務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務）、②介護予防支援、③

要介護状態等になる恐れのある高齢者の把握などで、保健師、社会福祉士、主任介護

支援専門員等の専門職が配置されている。 

地域密着型介護

老人福祉施設入

所者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設に入所している利用者を対象として、入浴、排せつ、食

事などの介護、その他の日常生活を送る上で必要となるサービスなどや機能訓練、療

養上のサービス。  

地域密着型サービ

ス 

要介護認定者等の住み慣れた地域での生活を支えるという観点から、提供されるサー

ビス。 

地域密着型通所

介護 

デイサービスセンターなどで提供される、食事・入浴・排せつなどの介護、その他の日常

生活を送る上で必要となる支援及び機能訓練をいう（ただし、利用定員が 19 名未満の

ものに限り、認知症対応型通所介護にあたるものを除く）。 

チームオレンジ 認知症サポーターを中心としたチームにより、地域で生活する認知症の人や家族の支

援を行う地域活動。 

通所介護 

（デイサービス） 

在宅で介護を受けている人が、日帰りで施設サービスを利用すること。行き帰りの送迎や

食事、入浴、レクリエーションや機能訓練を受けることもできる。 

通所リハビリテーシ

ョン（デイケア） 

在宅で介護を受けている人が、日帰りで医療機関や介護老人保健施設にて、リハビリテ

ーションを受けること。心身の機能に低下がみられる人が対象となる。 

定期巡回・随時対

応型訪問介護看

護 

日中・夜間を通して、訪問介護と訪問看護が一体的又は密接に連携しながら、短時間

の定期巡回型訪問と随時の対応を行う。 
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デイサービスセンタ

ー 

65歳以上で身体上、又は精神上の障がいがあるため、日常生活を営むのに支障がある

人などが日中通い、入浴や食事、機能訓練、介護方法の指導などを提供することを目

的とする施設。また、健康チェックや日常生活動作（ＡＤＬ）訓練、生活指導、レクリエー

ション、アクティビティなどの支援を行う。 

特定施設入居者

生活介護 

有料老人ホーム、軽費老人ホームなどに入居している要介護認定を受けた利用者に対

して、食事・入浴・排せつ等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助

言、日常生活を送る上で必要となる支援を行う。 

特定福祉用具販

売 

福祉用具のうち、入浴や排せつの際に用いられる等、貸与にはなじまないもの（これを

「特定福祉用具」という）を販売すること。該当用具：腰掛便座、自動排せつ処理装置の

交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分。 

な 行 

日常生活圏域 高齢者が住み慣れた地域で生活を持続することができるようにするため、市町村内にい

くつかに設定される生活圏域。 

任意事業 地域支援事業のうち、介護給付費適正化事業、家族介護支援事業等のこと。 

認知症 一度獲得した知能が、後天的に脳や身体疾患を原因として慢性的に低下をきたした状

態で、社会生活、家庭生活に影響を及ぼす状態と定義されている。以前は痴呆症と呼

ばれていた。 

認知症ケアパス 認知症の人やその家族が安心して、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることがで

きるよう、状況に応じた適切なサービス提供の流れを示したもの。 

認知症サポーター 「認知症サポーター養成講座」を受けた人が「認知症サポーター」となる。認知症を正し

く理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者となり自分のできる範囲で活動を行

う。 

認知症対応型共

同生活介護 

認知症高齢者に対し、共同生活を営む住居において、食事・入浴・排せつ等の介護、そ

の他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うサービス。 

認知症対応型通

所介護 

認知症高齢者を対象に、指定された施設において、入浴や食事の提供その他の日常

生活上の支援や機能訓練を行う。 

認知症地域支援

推進員 

地域における医療及び介護の連携強化並びに、認知症の人やその家族に対する支援

体制の強化を図る役割を担う専門職員。厚生労働省が実施する「認知症地域支援推

進員研修」を受講し、地域包括支援センター等に配置される。 

認定率 高齢者に占める要介護等認定者の割合。 

は 行 

徘徊高齢者 認知症などで徘徊により居場所がわからなくなっている高齢者。 

バリアフリー 高齢者・障がいのある人等が社会生活をしていく上で、物理的、社会的、制度的、心理

的な障壁、情報面での障壁等すべての障壁（バリア）を除去する必要があるという考え

方。 

ＢＭＩ 

（ビーエムアイ） 

体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）の指数・ 
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福祉用具貸与 高齢者の身体機能の変化に対応するため、福祉用具指定を受けた用具が借りられる。

車いす、特殊寝台、手すり、スロープ等。 

フレイル 歳をとって心身の活力（筋力、認知機能、社会のつながりなど）が低下した状態。多くの

人が健康な状態からこのフレイルの段階を経て、要介護状態に陥ると考えられる。 

包括的支援事業 地域支援事業のうち、地域包括支援センターの運営、在宅医療・介護連携の推進、認

知症施策の推進等。 

訪問介護（ホーム

ヘルプ） 

訪問介護員（ホームヘルパー）が介護を受ける人の自宅を訪問し、日常生活をサポート

する。入浴、排せつ、食事の介護等。 

訪問看護 在宅で介護を受ける高齢者等に主治医の指示に基づき看護師等を派遣し、病状の確

認や医療処置を行うこと。 

訪問入浴介護 在宅にて介護を受けている人が、自宅浴室等での入浴が困難な場合に、巡回入浴車で

各家庭を訪問し、居間等での入浴及び介助を行う。 

訪問リハビリテーシ

ョン 

理学療法士、作業療法士等の専門職が居宅を訪問して行う、心身の機能の維持回

復、日常生活の自立を助けることを目的とするリハビリテーション。 

保険給付費 介護保険サービスの総費用から、利用者負担によりまかなわれる部分を除いた、介護

保険でまかなう費用。要介護者に対する介護給付、要支援者に対する予防給付、条例

により市町村が独自に実施する市町村特別給付に区分される。 

保険料基準額（月

額） 

事業計画期間における保険給付費、地域支援事業費等の事業費支出のうち、第１号

被保険者保険料でまかなうべき費用（保険料収納必要額）を、補正第１号被保険者数

及び保険料予定収納率で除し、さらに 12 ヶ月で除したもの。 

ま 行 

民生委員・児童委

員 

民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱され、地域の人々の福祉に関する問題

（生活上の問題、高齢者・障がい者福祉等福祉全般）についての相談を受ける人。児童

福祉法による児童委員も兼ねており、児童の福祉に関する相談にも応じている。 

や 行 

夜間対応型訪問

介護 

夜間の定期的な巡回訪問介護サービスと、通報に応じて随時来てもらうサービスを組み

合わせて利用する訪問介護サービスのこと。 

有料老人ホーム 食事の提供、介護の提供、洗濯や掃除等の家事、健康管理のいずれかの便宜を供与

することを目的とする施設。 

要介護認定 要支援１・２、要介護１～５の７段階にどの程度の介護を必要としているかをランク分けし

たもの。訪問調査の結果をコンピュータで判断する一次判定と、主治医の意見書を加え

て医療や福祉の専門家が判断する二次判定の結果によって決定される。 

養護老人ホーム 環境上の理由や経済的な理由で、在宅で養護を受けることが困難な高齢者を入所さ

せ、養護するとともに、高齢者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するため

に必要な指導及び訓練、その他の援助を行うことを目的とする施設。 

特別養護老人ホームと違い、介護保険施設ではなく、行政による措置施設であり、入所

の申込みは施設ではなく市町村に行う。 

予防給付 「介護予防通所介護」等、要支援１・２の対象者に実施される給付のこと。 
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ら行 

レセプト 医療機関・介護保険サービス事業者等が、保険者から報酬を受け取るにあたって作成

する明細書。 
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